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第１章

地方財政の現状と課題
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第１章 地方財政の現状と課題 

 
１ 地方財政の役割 

 

（１）地方公共団体の種類 ～財政の特徴～ 
地方財政とは、地方財政法第１条において、「地方公共団体の財政をいう」と定め

られているが、国の財政のように単一団体の財政ではなく、都道府県、市区町村、一

部事務組合及び広域連合等の財政を総称したものである。しかしながら、団体の規模、

権能、経済的・歴史的条件の相違のため、きわめて多様性に富むものとなっている。

したがって、マクロで把握される地方財政の数値からだけでは、地方公共団体の財政

について論じることができないことに特に留意する必要がある。 
（資料：４p「地方財政の特徴」） 

 
（２）地方財政の範囲 

各地方公共団体の財政活動は、一般会計のほか必要に応じて特別会計を設けて経理

されるが、これらの会計区分の方法は地方公共団体によって異なる。 
そこで、地方財政の全体的な動向を見る場合には、地方公共団体の会計を一定の基

準により、一般行政部門と企業活動部門とに分けて、前者を「普通会計」、後者を「公

営事業会計」として区分することとしている。「普通会計」と「公営事業会計」の区

分は次のようになる。 
① 普通会計 

一般会計のほか特別会計のうち公営事業会計に属するもの以外の会計 
② 公営事業会計 

水道、病院、交通などの公営企業会計のほか、競馬、競輪、宝くじ等の収益事

業会計、国民健康保険事業、介護保険事業等の保険等事業会計等を総称したもの 
 
（３）国民経済と地方財政 

国家財政の歳出の中には、地方交付税や国庫支出金など、国から地方公共団体に向

けて支出されるものがかなり含まれている。これらは、最終的には地方公共団体から

民間部門へ向けて支出されることになる。このため、国民経済との直接の関わり合い

は、国家財政より、地方財政の方がはるかに大きい。 
地方公共団体は、警察、消防、教育、社会福祉、保健衛生、その他さまざまな生活

基盤の整備等住民の日常生活に密着した行政サービスを行っていることから、国内総

支出の１割以上を占める最終支出主体となっており、国の財政とともに、国民経済の

均衡ある発展と国民生活の向上に貢献している。（資料：５p「国民経済と地方財政」） 
６p の左の図は国と地方の役割分担を決算ベースで表したものであり、その右側は

国と地方との行政事務の分担を表にしたものである。（資料：６p「地方財政の果たす

役割」） 
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国が立法、司法、外交、国防、年金など、国の存立のために直接必要な事務や全国

的に統一的に処理する必要がある事務、全国的視野からの規格的な事務、高度の技術

を必要とし、あるいは、巨額の財政負担を伴う事業などを受け持っているのに対して、

地方公共団体は、国民の日常生活に密着した分野の行政を受け持っている。その結果、

政府支出に占める地方財政のウエイトは国と地方の歳出決算・最終支出ベースで、約 
５６％となっている。 
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(1) 地方公共団体の種類（令和６年４月１日現在）

(2) 地方財政の範囲

都（　１）

道（　１）

府（　２）

県（４３）

広域連合

一部事務組合

全部事務組合

役場事務組合

市 指定都市　　（　２０）

中 核 市　　（　６２）

施行時特例市（　２３）

その他の市　（６８７）

町（７４３）

村（１８３）

特別区

地方公共団体の組合

財産区

地方開発事業団

地方公共団体

普通地方公共団体

特別地方公共団体

市区町村数

1,741

指定都市

20

市

772

特別区

23

町

743

村

183

その他

収益事業会計 … 競馬、競輪、宝くじ等の事業

公営企業会計 … 水道、下水道、交通、病院等の事業

地 方 財 政

普 通 会 計
一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 事 業
会 計

保険等事業会計 … 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療等

１ 地方財政の特徴

○ 地方財政とは、地方財政法第１条において「地方公共団体の財政」と定義さ

れているが、各地方公共団体の財政状況は極めて多様性に富むもの。

○ したがって、マクロで把握される地方財政の数値のみでは、地方公共団体の

財政について論じることはできない。
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国
民
経
済
と
地
方
財
政

○
国
民
経
済
の
面
か
ら
地
方
財
政
に
つ
い
て
み
る
と
、
国
内
総
支
出
の
中
で
は
全
体
の
１
１
．
７
％
を
占
め
て
い
る
。

○
公
的
支
出
の
中
で
は
、
最
終
消
費
支
出
の
３
３
．
３
％
、
総
資
本
形
成
の
１
０
．
１
％
、
合
計
４
３
．
８
％
を
分
担
し
て
お
り
、
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。

○
地
方
財
政
を
通
じ
る
支
出
は
、
国
土
全
般
に
遍
く
行
き
渡
る
も
の
で
あ
り
、
各
地
域
社
会
に
及
ぼ
す
経
済
効
果
は
極
め
て
大
き
く
、
地
域
経
済

は
地
方
財
政
の
動
向
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

（
出
典
：
令
和
５
年
版
地
方
財
政
白
書
）

1
.
内
閣
府
「
20
21
年
度
（
令
和
3年
度
）
国
民
経
済
計
算
年
次
推
計
」
に
よ
る
数
値
及
び
そ
れ
を
基
に
総
務
省
に
お

い
て
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
。
な
お
、
「
20
21
年
度
（
令
和
3年
度
）
国
民
経
済
計
算
年
次
推
計
」
に
基
づ
き
、

国
民
経
済
計
算
上
の
中
央
政
府
、
地
方
政
府
、
社
会
保
障
基
金
及
び
公
的
企
業
を
「
公
的
部
門
」
と
し
て
い
る
。

2
.
社
会
保
障
基
金
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
等
の
国
の
特
別
会
計
に
属
す
る
も
の
、
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
（
事

業
勘
定
）
等
の
地
方
の
公
営
事
業
会
計
に
属
す
る
も
の
等
が
含
ま
れ
て
い
る
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○
　
国
と
地
方
の
役
割
分
担
（
令
和
４
年
度
決
算
）

　
＜
歳
出
決
算
・
最
終
支
出
ベ
ー
ス
＞

(
7
7
)

(
7
2
)

(
7
4
)

国 土 開 発 費 (
5
6
)

災 害 復 旧 費 等

(
3
0
)

農 林 水 産 業 費

(
5
0
)

商 工 費

(
8
5
)

学 校 教 育 費

(
6
5
)

社 会 教 育 費 等

(
6
9
)

民 生 費 （ 年 金 関 係 除 く ）

(
2
5
)

(
3
4
)

公 債 費

(
9
6
)

恩 給 費

(
6
6
)

(
2
8
)

(
1
0
0
)

(
2
6
)

(
4
4
)

(
7
0
)

(
1
5
)
（
3
5
）

(
3
1
)

(
1
0
0
)

民 生 費 の う ち 年 金 関 係

(
1
2
) (
7
5
)

(
4
)

(
0
.
0
1
)

(
9
9
.
9
9
)

機
関
費

1
1
.
5
%

国
土
保
全

及
び
開
発
費

8
.
8
%

産
業

経
済
費

1
2
.
0
%

教
育
費

1
0
.
8
%

社
会
保
障
関
係
費

3
5
.
5
%

恩
給
費

0
.
1
%

公
債
費

1
7
.
5
%

そ
の
他

1
.
1
%

(
5
0
)

防 衛 費

合
計

(
4
4
)

(
5
6
)

地 方国

司 法 警 察 消 防 費

(
7
2
)

一 般 行 政 費 等
国 土 保 全 費

防
衛
費

2
.
6
%

(
8
8
)

衛 生 費

住 宅 費 等

2
0
8
.4
兆
円

9
1
.9
兆
円

(
2
8
)

(
2
3
)

1
1
6
.6
兆
円

地
方
財
政
の
果
た
す
役
割

（
注
）
（

）
内
の
数
値
は
、
目
的
別
経
費
に
占
め
る
国
・
地
方
の
割
合

計
数
は
精
査
中
で
あ
り
、
異
動
す
る
場
合
が
あ
る
。

○
我
が
国
の
内
政
を
担
っ
て
い
る
の
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
国
民
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
行
政
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
地
方
団
体
の

手
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

○
そ
の
結
果
、
政
府
支
出
に
占
め
る
地
方
財
政
の
ウ
ェ
ー
ト
は
国
と
地
方
の
歳
出
決
算
・最
終
支
出
ベ
ー
ス
で
５
６
％
と
な
っ
て
い
る
。
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２  国と地方、地方間における税財源の現状 

 
（１）国・地方間の税財源配分 

１では、国家財政と地方財政の歳出を見てきたが、次にその財源構造を見てみるこ

とにする。 
国と地方公共団体は、次の５つの局面で財政的な関わりを持っている。 
① 税源を国税と地方税とに分ける。 
② 国はその徴収した国税の一部を地方交付税として地方公共団体に交付する。 
③ 国は特定の国税の全部又は一部を地方譲与税として地方公共団体に譲与する。 
④ 国は地方公共団体の実施する仕事に要する経費の全部又は一部につき、委託

金・負担金・補助金等を交付する。 
⑤ 地方公共団体は、国の実施する仕事の経費の一部につき、負担金を支出する。 
これら、国と地方との間の財源のやりとりを図にしたものが、９p の「国と地方の

税財源配分と地方歳入の状況」中の「(1)国・地方間の税財源配分」である。 
当初、徴収される税額は、国６４に対して地方３６の割合になっているが、その後、

国と地方の間で移転が行われる。具体的には、国税から地方交付税・地方譲与税が地

方財源として地方公共団体に交付される。このほかに国は、その財源の中から地方公

共団体に対して経費負担区分の規定に従って国庫支出金を交付する。一方、地方公共

団体からは、国に対して直轄事業負担金が支出されている。この結果、国民への行政

サービスの還元となる最終的支出段階の歳出規模は、国４４、地方５６となり、租税

時点から逆転することとなる。 
このように、地方公共団体が必要とする財源のかなりの部分が国を経由して地方公

共団体に入ってくるという間接的な仕組みは、国民にとって「税負担」と「行政から

の受益」との結びつきを希薄にしているのではないかという指摘がある。地方行財政

がその自主性を十分に発揮するために、また、真に納税者意識が定着するために、す

べての地方公共団体がその住民の福祉を守り、向上させるための行政サービスは、そ

の団体が自らの意思で調達できる収入、すなわち地方税その他の自主財源によって賄

われることが望ましい。 
しかし、経済が発展し、人口や経済活動が特定地域に集中している現状では、いか

なるところに地方税の税源を求めても、福祉・教育などの行政サービスを一定の水準

で提供するための財源を得ることができない団体が多数存在する一方、特定地域にお

いては一定水準の行政サービスを提供してもなお余りある財源を得ることができる

団体が存在している。 
このため、国として、すべての国民が等しく一定水準の行政サービスを受けられる

よう、地方公共団体の財政力格差を何らかの方法によって調整する必要がある。 
 
（２）都道府県の税源偏在の状況 

10ｐの「都道府県の税源偏在の状況」は、令和４年度の人口１人当たり都道府県税
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額であるが、地方の自主財源の基本である地方税は、経済活動の集積度の違いなどに

より、法人関係税をはじめ地域間での税源偏在が大きいことがうかがえる。 
 

（３）地方交付税による財源保障・財源調整の状況 

11ｐの「地方交付税による財源保障・財源調整の状況」は、各都道府県における令

和４年度決算について、目的別支出割合を帯グラフで示したものに、地方税の割合等

を示した線グラフを重ねたものである。一番上の島根県について見ると、地方税の割

合を示す太い折れ線が公債費に位置しているが、これは島根県における地方税収のみ

では、各種交付金と公債費の一部しか手当できないことを表している。一方、一番下

の東京都にあっては太い折れ線グラフが総務費その他に位置しており、東京都の税収

だけでも東京都の大半の支出を手当てすることができる結果となっている。 

このように、47 都道府県単位で見ても税源偏在が著しいことが明らかであるが、

行政サービスの水準に地域格差が生じないよう、地方交付税制度等を通じて財源保

障・財源調整された結果が、細い折れ線で示されたグラフである。団体によって多少

ジグザグしているが、財政力の弱い団体ほど太線と細線との開きが大きく、地方交付

税制度による財源保障機能・財源調整機能が発揮されているところである。 

なお、右側の線（地方税、地方交付税及び地方譲与税の合計の割合）が 100％に達

していないのは、このほかに国庫補助金や地方債等の財源があることによる。 
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地
方
譲
与
税

地
方
特
例
交
付
金
等

地
方
交
付
税

2
1
6
,1
5
8
億
円

（
1
7
.7
％
）

国
と
地
方
の
税
財
源
配
分
と
地
方
歳
入
の
状
況

（
１
）
国
・
地
方
間
の
税
財
源
配
分
（
令
和
４
年
度
）

国
民
の
租
税
（
租
税
総
額
＝
１
１
９
．
４
兆
円
）

国
税
（
７
６
．
３
兆
円
）

６
４
．
０
％

地
方
税
（
４
３
．
０
兆
円
）

 
３
６
．
０
％

国
の
歳
出
（
純
計
ベ
ー
ス
）

９
１
．
９
兆
円

４
４
．
１
％

地
方
の
歳
出
（
純
計
ベ
ー
ス
）

１
１
６
．
６
兆
円

５
５
．
９
％

国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
還
元

国
と
地
方
の
歳
出
総
額
（
純
計
）
＝
２
０
８
．
４
兆
円

国
：
地

方

地
方
交
付
税

国
庫
支
出
金
等

4
4
：
5
6

6
4
：
3
6

（
※
）
超
過
課
税
及
び
法
定
外
税
等
を
除
く
。

（
２
）
地
方
歳
入
決
算
の
内
訳
（
令
和
４
年
度
） 地
方
歳
入
１
２
１
兆
９
，
４
５
２
億
円

（
注
）
国
庫
支
出
金
に
は
、
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
を
含
み
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
は
除
く
。

地
方
税

4
4
0
,5
2
2
億
円

（
3
6
.1
％
）

国
庫
支
出
金

2
6
6
,6
5
7
億
円

（
2
1
.9
％
）

地
方
債

8
7
,8
12
億
円

（
7
.2
％
）

そ
の
他

2
0
8
,3
0
3
億
円

（
1
7
.1
％
）
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○
地
方
の
自
主
財
源
の
基
本
で
あ
る
地
方
税
は
、
経
済
活
動
の
集
積
度
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
法
人
関
係
税
を
は
じ
め
地
域
間
で
の
税
源
の
偏
在

が
大
き
く
、
令
和
４
年
度
で
は
、
人
口
一
人
当
た
り
税
額
で
み
る
と
東
京
の
27
.4
万
円
に
対
し
、
沖
縄
県
は
12
.4
万
円
と
2
.2
倍
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

令
和
４
年
度
人
口
一
人
当
た
り
都
道
府
県
税
額

（
単
位
：
千
円
）

都
道
府
県
の
税
源
偏
在
の
状
況

1
4
7 1
4
9

1
4
2

1
5
6

1
3
7

1
4
1

1
6
4

1
6
5

1
6
5

1
6
2

1
3
8

1
4
9

2
7
4

1
4
4 1
4
7

1
6
6

1
6
6

1
9
1

1
6
2

1
5
6

1
5
3

1
6
0

1
8
5

1
6
9

1
5
9

1
5
0

1
6
6

1
4
7

1
2
5

1
3
5

1
3
5

1
4
1

1
4
7

1
4
7

1
5
3

1
4
4

1
5
3

1
4
5

1
3
1

1
4
4 1
4
7

1
2
6 1
2
9

1
3
9

1
3
4

1
2
8

1
2
4

1
6
5

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全
国
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地
方
交
付
税
に
よ
る
財
源
保
障
・
財
源
調
整
の
状
況

※
 令

和
４

年
度

決
算

ベ
ー

ス
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３ 地方財政計画 

 

前述の通り、地方公共団体間における財政力の格差是正は、地方交付税制度を通じ

て行われることとなる。しかしながら、国税４税の一定割合及び地方法人税の全額に

よる地方交付税額が全国における地方の財源不足額を下回るようであれば、地方交付

税制度による財政力の格差是正は不可能である。 
そこで、地方財政全体の歳入と歳出を一定の方法で積算し、その収支の状況を明ら

かにすることによって、地方公共団体が法令によって義務づけられた事務事業その他

地域住民の福祉を増進するための行政を標準的な水準で実施できるか否かを見極め

ることが必要不可欠である。この機能を果たしているのが地方財政計画である。 
もし、国税４税の一定割合及び地方法人税の全額をもってしてもなお財源に不足が

生ずるような場合には、地方財政もしくは地方行政にかかる制度の改正又は地方交付

税率の変更を行う（地方交付税法第６条の３第２項）こととなる。（資料：13p「地方

財政計画の策定を通じた地方財源の確保について」） 
このように、地方財政計画は、国が地方財源の保障を行うためのメカニズムであり、

地方公共団体の行財政運営の指針ともなっている。 
なお、国の予算と地方財政計画との関係を示したものが 14ｐの「国の予算と地方

財政計画（通常収支分）との関係（令和６年度当初）」であり、15p～26ｐ「令和６年

度地方財政計画の概要」は、令和６年度における地方財政の姿及び地方財源不足額へ

の対応方法を解説した資料である。 
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○
地
方
財
政
計
画
は
、
地
方
交
付
税
法
に
基
づ
き
作
成
す
る
翌
年
度
の
地
方
団
体
の
歳
入
歳
出
総
額
の
見
込
額
。
そ
の
歳
出
の
多
く
は
、
国
の

法
令
や
制
度
等
に
基
づ
く
経
費
（
例
：
教
職
員
・
警
察
官
等
の
人
件
費
、
社
会
保
障
関
係
費
）
で
あ
り
、
国
の
法
律
や
予
算
を
適
正
に
執
行
す
る
た
め
に
は
、

地
方
財
政
計
画
の
策
定
を
通
じ
て
、
必
要
と
な
る
地
方
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
計
画
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
分
の
み
で
は
財
源
が
不
足
す
る
場
合
、
①
ま
ず
は
建
設
地
方
債
の
増
発
等
の
様
々
な

補
塡
策
を
講
じ
、
②
そ
の
上
で
な
お
生
じ
る
財
源
不
足
は
国
と
地
方
が
折
半
し
て
補
塡
（
国
は
交
付
税
を
特
例
加
算
、
地
方
は
臨
時
財
政
対
策
債
を
発
行
）
。

地
方
財
政
計
画
の
策
定
を
通
じ
た
地
方
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

（
単
位
：
兆
円
）

歳
入

地
方
税
・
地
方
譲
与
税

4
5
.5

国
庫
支
出
金

1
5
.8

地
方
債
等

1
1
.4

地
方
交
付
税

（
法
定
率
分
）

1
8
.1

財
源

不
足
額

1
.8

地
方
財
政
計
画

（
R
６
計
画
ベ
ー
ス
）

9
3
.6
兆
円

※
財
源
不
足
額
の
う
ち
、
過
去
に
発
行
さ
れ
た
臨
時
財
政
対
策
債
の
元
利
償
還
金
に
よ
る
も
の
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
を
発
行
し
て
補
塡

建
設

地
方
債

増
発

0
.8

②
 折
半
対
象
財
源
不
足
額
の
補
塡

①
 様
々
な
対
策
に
よ
る
補
塡

 1
.8

給
与
関
係
経
費

2
0
.2

一
般
行
政
経
費

4
3
.7

投
資
的
経
費

1
2
.0

そ
の
他

6.
8

公
債
費

1
0
.9

：
直
轄
・補
助

：
地
方
単
独
の
う
ち
国
の
法
令
や
制
度
等
に
基
づ
く
経
費

歳
出

（
R

6
対
策
で
は
生
じ
て
い
な
い
）

臨
時
財
政

対
策
債

（
折
半
分
）

臨
時
財
政
対
策

特
例
加
算

臨
時
財
政

対
策
債

（
元
利
償
還
分
※
）

0
.5

0
.3

＜
参
考
：
地
方
交
付
税
の
法
定
率
＞

・
 所
得
税
の

3
3
.1

%
・
 法
人
税
の

3
3
.1

%
・
 酒
税
の

5
0
%

・
 消
費
税
の

1
9
.5
％

・
 地
方
法
人
税
の
全
額

特 会 剰 余 金

機 構 準 備 金

0
.0

5
0
.2

地 方 特 例

交 付 金 等 1.
1

法 定 加 算 等
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歳
　
　
　
入

歳
　
　
　
出

地
方
財
政
計
画
（
歳
入
）

（
譲
　
与
　
税
）

（
譲
　
与
　
税
）

（
９
３
．
６
兆
円
）

納
付
金
（
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

の
公
庫
債
権
金
利
変
動
準
備
金

の
国
庫
帰
属
）
 
0
.
2
兆
円

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金

特
別
会
計
へ
繰
入
れ
　
0
.
2
兆
円

地
方
債

６
.
３

兆
円

赤
字
国
債

２
８

.
９

兆
円

国
庫
支
出
金

１
５
．
８
兆
円

利
払
い
等

９
.
７

兆
円

そ
の

他
　

７
.
５

兆
円

財
政
投
融
資
特
別
会
計

（
歳
入
）

（
歳
出
）

維
持
補
修
費
　
１
.
５
兆
円

公
営
企
業
繰
出
金
（
下
記
除
く
）
１

.
０
兆
円

公
債
費
等

１
２

.
２

兆
円

国
債
費

２
７

.
０

兆
円

元
金
返
済

１
７
.
３

兆
円

そ
の
他

６
.
３

兆
円

水
準
超
経
費
　
３
.
０
兆
円

公
債
金

３
５
.
４

兆
円

建
設
国
債

６
.
６

兆
円

（
臨
時
財
政
対
策
債
 
０
.
５
兆
円
）

そ
の
他
の
歳
出

６
７
.
８
兆
円

う
ち
社
会
保
障
関
係
費
　
3
7
.
7
兆
円

う
ち
公
共
事
業
関
係
費
　
 
6
.
1
兆
円

借
入
金
等
利
子
充
当
 
　
0
.
2
兆
円

借
入
金
償
還
　
　
 
 
 
 
 
0
.
5
兆
円

地
方
譲
与
税
　
２
.
７
兆
円

地
方
交
付
税

１
８

.
７

兆
円

そ
の

他
の

税
収

９
．

６
兆

円

財
政

投
融

資
特

別
会

計
よ

り
受

入
れ

公
庫

債
権

金
利

変
動

準
備

金
の

活
用

0
.
2
兆

円

地
方
法
人
税
　
　
　
　
　
　
2
.
0
兆
円

特
会
剰
余
金
　
　
　
　
　
　
0
.
1
兆
円

前
年
度
繰
越
分
　
　
　
　
　
0
.
5
兆
円

地
方
特
例
交
付
金
等
 
 
 
1
.
1
兆
円

投
資
的
経
費

１
２

.
０

兆
円

地
方
特
例
交
付
金
等
 
１
.
１
兆
円

（
１
１
２
.
６
兆
円
）

（
１
１
２
.
６
兆
円
）

（
９
３
．
６
兆
円
）

国 　 　 　 税

交
付
税
対
象
税
目

６
０

.
０

兆
円

所
得

税
　

3
3
.
1
％

法
人

税
　

3
3
.
1
％

酒
　

税
　

5
0
.
0
％

消
費

税
　

1
9
.
5
％

地
方
交
付
税
等

１
７
.
８
兆
円

法
定
率
分
等
　
　
 
 
1
6
.
3
兆
円

既
往
法
定
加
算
等
 
　
0
.
3
兆
円

地
方
特
例
交
付
金
等
 
1
.
1
兆
円

 
特
別
法
人
事
業
税
等
２
.
７
兆
円

地
方
譲
与
税
　
２
.
７
兆
円

地
方
税

４
２

.
７

兆
円

給
与
関
係
経
費

２
０

.
２

兆
円

（
交
　
付
　
税
）

（
交
　
付
　
税
）

（
入
口
ベ
ー
ス
）

一
般
会
計
よ
り

受
入
れ

１
７
.
８
兆
円

地
方
交
付
税
　
 
 
 
 
　
1
6
.
7
兆
円

地
方
特
例
交
付
金
等
 
 
 
1
.
1
兆
円

（
出
口
ベ
ー
ス
）

地
方
交
付
税

１
８
.
７
兆
円

一
般
行
政
経
費

４
３

.
７

兆
円

国
税
収
納
金
整
理
資
金

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計

一
般
会
計
（
歳
入
）

一
般
会
計
（
歳
出
）

地
方
財
政
計
画
（
歳
出
）

一 般 財 源 総 額 兆 円

６
５
.７

６
９
.
６

兆
円

国
の
予
算

と
地

方
財

政
計

画
（

通
常

収
支

分
）

と
の

関
係

（
令

和
６

年
度

当
初

）

（
注
）

表
示
未
満
四
捨
五
入
の
関
係
で
、
合
計
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

※
基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
は
、
８
５
．
９
兆
円

※
地
方
一
般
歳
出
は
、
７
８
．
５
兆
円
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令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）①

社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、こども・子育て政策の

強化など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和

5 年度を上回る額を確保

○ 一般財源（交付団体ベース）の総額 62兆7,180億円（前年度比 ＋ 5,545億円、 ＋ 0.9%）

※ 水準超経費を含めた一般財源総額 65兆 6,980億円 （ 同 ＋ 6,445億円、 ＋ 1.0%）

〔一般財源比率（臨時財政対策債を除く一般財源総額が歳入総額に占める割合） 69.7％（⑤69.6%）〕

○ 地方債 6兆3,103億円（前年度比 ▲5,060億円、▲7.4%）

【Ⅱ 通常収支分】

１ 地方財源の確保

・ 地方税 42兆7,329億円（前年度比 ▲ 1,422億円、 ▲ 0.3%）

・ 地方譲与税 2兆7,293億円（ 同 ＋ 1,292億円、 ＋ 5.0%）

・ 地方交付税 18兆6,671億円（ 同 ＋ 3,060億円、 ＋ 1.7%）

・ 地方特例交付金等 1兆1,320億円（ 同 ＋ 9,151億円、 ＋421.9%）

・ 臨時財政対策債 4,544億円（ 同 ▲ 5,402億円、 ▲ 54.3%）

・ 臨時財政対策債 4,544億円（前年度比▲ 5,402億円、▲54.3%）

・ 臨時財政対策債以外 5兆8,559億円（ 同 ＋ 342億円、＋ 0.6%）

通常債 5兆 959億円（ 同 ＋ 342億円、＋ 0.7%）

財源対策債 7,600億円（ 同 0億円、 0.0%）

総務省自治財政局
令 和 ６ 年 ２ 月

令和６年度地方財政計画の概要

２ 東日本大震災分

１ 通常収支分

【Ⅰ 令和６年度の地方財政の姿】

（１） 地方財政計画の規模 93兆6,388億円 （⑤92兆 350億円、 ＋1兆6,038億円、 ＋ 1.7%）

（２） 地方一般歳出 78兆4,568億円 （⑤76兆4,839億円、 ＋1兆9,729億円、 ＋ 2.6%）

（３） 一般財源総額
（水準超経費を除く交付団体ベース）

62兆7,180億円 （⑤62兆1,635億円、 ＋ 5,545億円、 ＋ 0.9%）

（４） 地方交付税の総額 18兆6,671億円 （⑤18兆3,611億円、 ＋ 3,060億円、 ＋ 1.7%）

（５） 地方税及び地方譲与税 45兆4,622億円 （⑤45兆4,752億円、 ▲ 130億円、 ▲ 0.0%）

（６） 地方特例交付金等 1兆1,320億円 （⑤ 2,169億円、 ＋ 9,151億円、 ＋421.9%）

（７） 臨時財政対策債 4,544億円 （⑤ 9,946億円、 ▲ 5,402億円、 ▲ 54.3%）

（８） 財源不足額 1兆8,132億円 （⑤ 1兆9,900億円、 ▲ 1,768億円、 ▲ 8.9%）

※ 水準超経費を含めた一般財源総額 65兆 6,980億円 （⑤ 65兆 535億円、 ＋ 6,445億円、 ＋ 1.0%）

（１） 復旧・復興事業

① 震災復興特別交付税 904億円 （⑤ 935億円、 ▲ 31億円、 ▲ 3.3%）

② 規模 2,631億円 （⑤ 2,647億円、 ▲ 16億円、 ▲ 0.6%）

（２） 全国防災事業

規模 250億円 （⑤ 587億円、 ▲ 337億円、 ▲ 57.4%）

地方財政計画は、地方交付税法第７条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類であり、

国会に提出するとともに、一般に公表するものである。
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令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）③

３ 臨時財政対策債の抑制等地方財政の健全化

・ 財源不足の縮小 ⑤ 1兆9,900億円 → ⑥ 1兆8,132億円 （▲ 1,768億円）

・ 臨時財政対策債の抑制 ⑤ 9,946億円 → ⑥ 4,544億円 （▲ 5,402億円）

年度末残高見込み ⑤ 49兆 119億円 → ⑥ 45兆7,750億円 （▲3兆2,369億円）

・国税減額補正精算の前倒し 2,910億円 → 5,133億円 （＋ 2,223億円）

（参考）臨時財政対策債の推移（兆円）

㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

臨時財政対策債 4.5 3.8 4.0 4.0 3.3 3.1 5.5 1.8 1.0 0.5

４ 財源不足の補塡

○ 令和6年度における財源不足額 1兆8,132億円（前年度比▲1,768億円、▲8.9%）

※ 折半対象財源不足は、令和5年度に引き続き生じていない

○ 令和6年度においては、以下のとおり財源不足額を補塡

① 財源対策債の発行 7,600億円

② 地方交付税の増額による補塡 5,988億円

・ 一般会計における加算措置(既往法定分等) 3,488億円

・ 交付税特別会計剰余金の活用 500億円

・ 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 2,000億円

③ 臨時財政対策債の発行 4,544億円

令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）②

２ 地方交付税の確保

○ 地方交付税（出口ベース） 18兆6,671億円（前年度比 ＋3,060億円、＋1.7%）

（１） 地方交付税の法定率分等 16兆3,055億円

・ 所得税・法人税・酒税・消費税の法定率分 16兆8,188億円

（うち定額減税による地方交付税の減収 ▲ 7,620億円）

・ 国税減額補正精算分（⑳、㉑、①）等 ▲ 2,910億円

・ 国税減額補正精算の前倒し分（②） ▲ 2,223億円

（２） 一般会計における加算措置（既往法定分等） 3,488億円

＜一般会計＞ 16兆6,543億円（ａ）

＜地方交付税＞（ａ）＋（ｂ） 18兆6,671億円

（１） 地方法人税の法定率分 1兆9,750億円

（２） 交付税特別会計借入金償還額 ▲ 5,000億円

（３） 交付税特別会計借入金支払利子 ▲ 1,965億円

（４） 交付税特別会計剰余金の活用 500億円

（５） 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 2,000億円

（６） 令和5年度からの繰越金 4,843億円

＜特別会計＞ 2兆 127億円（ｂ）

（参考）地方交付税の推移（兆円）

㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

地方交付税 16.8 16.7 16.3 16.0 16.2 16.6 17.4 18.1 18.4 18.7
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令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）⑤

８ 物価高への対応 ・・・P14参照

○ 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービ

ス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に700億円を計上（前年度同額）

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、津波浸水想定区域からの庁舎移転事業（緊急防災・減災事

業債）と公立病院の新設・建替等事業（病院事業債）における建築単価の上限を引上げ

10 消防・防災力の一層の強化 ・・・P16参照

○ 災害の激甚化・頻発化を踏まえ、消防の広域化、連携・協力等を通じ、消防・防災力を一層強化するため、「緊急防

災・減災事業費」の対象事業を拡充するとともに、特別交付税措置を拡充

９ 地域脱炭素の一層の推進 ・・・P15参照

○ 脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、地域内消費を主たる目的と
する場合を対象に追加

○ 過疎地域における取組を推進するため、過疎対策事業債において「脱炭素化推進特別分」を創設

○ 地域の経済循環を促進するため、ローカル10,000プロジェクトの地方単独事業に対する特別交付税措置を創設

○ 地方への人の流れの創出・拡大を加速するため、「地域活性化起業人」制度に社員の副業型を追加するとともに、
地域おこし協力隊に係る特別交付税措置を拡充

11 地域の経済循環の促進、地方への人の流れの創出・拡大 ・・・P17参照

令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）④

６ こども・子育て政策の強化に係る地方財源の確保 ・・・P12～P13参照

○ 「こども未来戦略」に掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」における令和6年度の地方負担分の増（2,251億円）

について、 全額地方財政計画の歳出に計上し、必要な財源を確保

○ 地方団体が、地域の実情に応じてきめ細かに独自のこども・子育て政策（ソフト）を実施できるよう、地方財政計画の

一般行政経費（単独）を1,000億円増額

○ 地方団体が、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善（ハード）を速やかに実施

できるよう、新たに「こども・子育て支援事業費」（500億円）を計上し、「こども・子育て支援事業債」を創設

○ 普通交付税の算定に当たり、地方団体が実施するこども・子育て政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る基

準財政需要額の算定をより的確なものとするため、新たな算定費目「こども子育て費」を創設

７ 給与改定・会計年度任用職員への勤勉手当支給に要する地方財源の確保

○ 令和5年人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費や、会計年度任用職員への勤勉手当の支給に要する経費

について、所要額を計上

・ 給与改定に要する経費（地方負担分） 3,267億円

うち会計年度任用職員分 600億円

・ 会計年度任用職員への勤勉手当支給に要する経費 1,810億円

５ 定額減税による減収への対応

○ 個人住民税の減収（9,234億円）は、地方特例交付金により全額国費により補塡

○ 地方交付税の減収（7,620億円）は、繰越金・自然増収による法定率分の増（1兆1,982億円）により対応。減税の影響

を含めても、適切に地方財源を確保。更に、後年度、2,076億円の加算を実施（交付税特別会計借入金償還の円滑化

に活用）
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令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）⑦

17 経営・財務マネジメント強化事業の拡充

○ 「経営・財務マネジメント強化事業」（総務省と地方公共団体金融機構の共同事業）において、新たに、地方団体の

ＧＸの取組を支援するための専門アドバイザーを派遣するなど事業を拡充

16 公営企業の経営安定化支援 ・・・P19参照

○ 計画を策定し経営改善を図る交通事業の資金繰りと経営改善のため、「交通事業債（経営改善推進事業）」を創設

○ 公債費負担を適正な水準の料金収入等で賄える程度に平準化できるよう、資本費平準化債を拡充

○ 機能分化・連携強化に伴い必要となる基幹病院以外の医療施設の建替え（病床機能転換に必要な部分に限る。）を

病院事業債（特別分）の対象に追加するとともに、不採算地区病院等への地方交付税措置の基準額引上げを継続

15 社会保障の充実及び人づくり革命等

○ 社会保障・税一体改革による社会保障の充実分及び人づくり革命等に係る経費について所要額を計上

※ 下記金額は、国・地方所要額の合計

・ 社会保障の充実分の事業費 2兆7,987億円（⑤2兆7,972億円）

・ 社会保障4経費に係る公経済負担増分の事業費 6,297億円（⑤ 6,297億円）

・ 人づくり革命に係る事業費 1兆6,491億円（⑤1兆6,347億円）

令和６年度地方財政計画の概要（通常収支分）⑥

12 地方公務員の人材育成・確保の推進 ・・・P18参照

○ 地方団体において、少子高齢化、デジタル社会の進展等により複雑化・多様化する行政課題に対応できる人材を

育成するとともに、小規模市町村を中心として、配置が困難な専門人材を都道府県等が確保するため、地方交付税

措置を創設・拡充

14 新型コロナワクチン接種に係る地方財政措置

○ 新型コロナワクチン接種を令和6年度から定期接種（Ｂ類疾病）として実施するために必要な経費として、一般行政

経費（単独）を増額

・ 新型コロナワクチン接種に要する経費 450億円

13 デジタル田園都市国家構想事業費・地域社会再生事業費

○ 地方団体が、自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能
にする観点から、「地方創生推進費」について、令和6年度においても、引き続き1兆円を計上

○ 地方団体が、地域が抱える課題のデジタル実装を通じた解決に取り組むため、「地域デジタル社会推進費」につい
て、令和6年度においても、引き続き2,500億円を計上

○ 地方団体が、地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むため、「地域社会再生事業
費」について、令和6年度においても、引き続き4,200億円を計上
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こども・子育て政策に係る地方単独事業（ソフト）の推進等

○ 地方団体が、地域の実情に応じてきめ細かに独自のこども・子育て政策（ソフト）を実施できるよう、地方財政計画
の一般行政経費（単独）を1,000億円増額し、普通交付税で措置

○ 普通交付税の算定に当たり、地方団体が実施するこども・子育て政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る
基準財政需要額の算定をより的確なものとするため、新たな算定費目「こども子育て費」を創設

※ 主に、地域の実情に応じて実施する現物給付事業を想定

幼稚園・保育所等の独自の処遇改善・配置改善等 放課後児童クラブに対する独自の支援

ひとり親家庭等への支援

子育てしやすい環境の整備（職場環境整備等）

産前・産後ケアや伴走型支援の充実

こどもの居場所づくりへの支援 結婚支援

就労要件等を問わずこどもを預けられる取組

・地方独自のこども・子育て施策（例）

２．普通交付税の新たな算定費目「こども子育て費」の創設

１．こども・子育て政策に係る地方単独事業（ソフト）の確保

（保健）衛生費
（測定単位：人口）

社会福祉費
（測定単位：人口）

その他の教育費
（測定単位：人口等）

こども子育て費
（測定単位：18歳以下人口）

• 「こども未来戦略」に基づく
地方団体の財政需要

• 上記のこども・子育て政策
（ソフト）増額分１，０００億円「こども未来戦略」等に基づく地方団体の取組に係る財

政需要と、既存の算定費目のうち、こども・子育て政策に
係る部分を統合し、普通交付税の基準財政需要額に、測
定単位を「18歳以下人口」とする新たな算定費目「こども
子育て費」を創設

※ このほか、包括算定経費からも一部移管

既存費目のうち、
こども・子育て政策
に係る部分を統合

※ 道府県分・市町村分それぞれに創設
※ 人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講じる

令和６年度地方財政計画の概要（東日本大震災分）

○ 震災復興特別交付税の確保

【Ⅲ 東日本大震災分】

○ 復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確実に確保

・ 震災復興特別交付税 904億円（前年度比▲31億円、▲ 3.3%）

・ 震災復興特別交付税により措置する財政需要

① 補助事業の地方負担分 534億円（前年度比＋ 4億円、＋ 0.8%）

② 地方単独事業分（中長期職員派遣・職員採用、単独災害復旧事業等） 122億円（前年度比▲ 2億円、▲ 1.6%）

③ 地方税等の減収分 248億円（前年度比▲33億円、▲11.7%）

※ 令和6年度の所要額は、904億円であるが、予算額は年度調整分293億円を除いた611億円（令和5年度予算額：654億円）となる。

※ 震災復興特別交付税の平成23～令和6年度分の予算額の累計額（不用額を除く）は5兆7,611億円
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物価高への対応

○ 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス・施

設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に700億円を計上（前年度同額）

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、津波浸水想定区域からの庁舎移転事業（緊急防災・減災事業債）

と公立病院の新設・建替等事業（病院事業債）における建築単価の上限を引上げ

① 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰に対応するため、一般行政経費（単独）に

400億円を計上

② ごみ収集、学校給食など自治体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に300億円

を計上 ※ 普通交付税の単位費用措置を３％程度引上げ

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、以下のとおり対応する

① 緊急防災・減災事業債：津波浸水想定区域からの庁舎移転事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（４２．２万円 ⇒ ４６．８万円）（１１％増）

② 病院事業債：公立病院の新設・建替等事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（４７．０万円 ⇒ ５２．０万円）（１１％増）

※ いずれも令和５年度事業債から新単価を適用

２．庁舎・公立病院の建築単価の引上げ

１．自治体施設の光熱費・施設管理等の委託料の増加への対応

こども・子育て支援事業債の創設

３．事業期間 令和10年度までの５年間 （「こども・子育て支援加速化プラン」の実施期間）

４．事業費 500億円

２．地方財政措置 充当率：９０％ 交付税措置率：５０％（機能強化を伴う改修）又は３０％（新築・増築）

○ 地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設

の環境改善（ハード）を速やかに実施できるよう、新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」

を創設

（例） ・ 子育て相談室 ・ あそびの広場
・ 科学、自然、音楽、調理などの体験コーナー
・ 子育て親子の交流の場

１．対象事業

（２）子育て関連施設の環境改善（１）こども・子育て支援機能強化に係る施設整備

（例） ・ 空調、遊具、防犯対策設備の設置
・ バリアフリー改修 ・ 園庭の整備（芝生化）
・ トイレの洋式化

地方単独事業（こども基本法に基づく都道府県・市町村こども計画に位置付け）として実施する以下の事業
・ 国庫補助事業に併せて実施する単独事業を含む

・ 社会福祉法人等に対する助成を含む

（トイレ環境改善） （園庭の整備、改修）（あそびの広場）（相談室）

【対象施設】 児童館、保育所などの児童福祉施設、
障害児施設、幼稚園 等

【対象施設】 公共施設、公用施設
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（参考）緊急防災・減災事業債 ＜令和３年度～令和７年度＞

消防・防災力の一層の強化

○ 災害の激甚化・頻発化を踏まえ、消防の広域化、連携・協力等を通じ、消防・防災力を一層強化するため、「緊急
防災・減災事業費」の対象事業を拡充するとともに、特別交付税措置を拡充

○ 消防指令システムの標準化に併せた指令センターの整備

○ 連携・協力による訓練施設の整備

○ 緊急消防援助隊受援計画に位置付けた消防庁舎における女性専用施設の整備

○ 防災部局が物資輸送等に活用するドローンの整備

○ 災害応急対策を継続するための設備・車両資機材（トイレカー）の整備

１．緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充

２．特別交付税措置の拡充

一般財源元利償還金の70％を地方交付税措置

地方債充当率100％

「指令センター」

（１）消防の広域化、連携・協力の更なる推進（現行の特別交付税措置率0.5）

・ 広域化の準備経費：「中心消防本部」の措置率を0.7に引き上げる
※ 都道府県が定める広域化推進計画において、広域化の検討を主導する「中心消防本部」を指定

・ 連携・協力の準備経費：共同部隊が使用する装備品等を対象とする

（２）消防団員の報酬に対する措置

・ 「班長」階級以上の報酬に要する経費（基準財政需要額を上回る額）を対象とする（措置率0.5）

「山岳救助訓練施設」

・広域化：二以上の市町村が消防事務を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託すること

・連携・協力：消防事務の性質に応じてその一部について柔軟に連携・協力すること

※ 広域化、連携・協力に取り組む消防本部を対象

地域脱炭素の一層の推進

○ 脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、地域内消費を主たる
目的とする場合を対象に追加

○ 過疎地域における取組を推進するため、過疎対策事業債において「脱炭素化推進特別分」を創設

【拡充内容】「再生可能エネルギー設備」の整備について、
「地域内消費」を主目的とするもの（第三セク
ター等に対する補助金）を対象に追加

※現行は自家消費を主目的とする場合が対象

【地方財政措置】事業費の1/2を上限として、脱炭素化推進
事業債（充当率90％、交付税措置率50％）
を充当

１．脱炭素化推進事業債の拡充

２．過疎対策事業債における「脱炭素化推進特別分」の創設

○ 過疎対策事業債（充当率100％、交付税措置率70％）の対象施設において実施する上記①及び②を 「脱炭素化
推進特別分」と位置付け、他の事業に優先して同意等を行う

※ 「地域内消費」を主目的とする再生可能エネルギー設備の整備のうち、国庫補助事業については、国庫補助を受けることにより
独立採算が可能と見込まれることから、原則として過疎対策事業債の対象外

交付税
措置率50％

（電気料金等で回収）

対象事業費（1/2）

脱炭素化推進事業債（充当率90％）

売電

発電事業者（三セク等) 家庭・企業

【地域内消費のメリット】
・地域内経済循環 ・エネルギーの効率的利用
・災害時の停電等のリスクの低減

【現行の脱炭素化推進事業債の対象事業】
地方単独事業として行う以下の事業
①再生可能エネルギー設備
②公共施設等のＺＥＢ化 ③公共施設等の省エネ改修
④ＬＥＤ照明の導入 ⑤公用車における電動車の導入

同一自治体内
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地方公務員の人材育成・確保の推進

○ 地方団体において、少子高齢化、デジタル社会の進展等により複雑化・多様化する行政課題に対応できる人材
を育成するとともに、小規模市町村を中心として、配置が困難な専門人材を都道府県等が確保するため、地方交
付税措置を創設・拡充

１．地方公務員の人材育成に係る地方交付税措置の創設・拡充

○ 都道府県・市町村が、「人材育成・確保基本方針」において、特に重点的に取り組むとして明示した新たな政策課題
に関し実施する研修を対象として、地方交付税措置を創設

（１）自団体職員を対象とする場合

【地方財政措置】 都道府県：普通交付税措置

市町村 ：特別交付税措置（措置率0.5）

（２）都道府県等が市町村職員を対象とする場合

【地方財政措置】 特別交付税措置（措置率0.5）

• 「新たな政策課題」とは、団体ごとに特に解決が必要と考
える課題（例：GX、スタートアップ支援、インバウンド戦略、
多文化共生等）

• 「人材育成・確保基本方針」等において、特に必要となる
人材について定量的な目標を設定する場合が対象

※ 複雑・多様化する行政課題に対応するため、研修の充実が必要であることから、従前から地方交付税措置している研修経費についても拡充

２．地方公務員の人材確保に係る特別交付税措置の創設

○ 都道府県等が、市町村と連携協約を締結の上、
当該市町村が地域の実情に応じて必要とする専門人材
（連携協約において規定。保健師・保育士・税務職員等）を
確保し、派遣する取組を対象として、特別交付税措置を創設

【地方財政措置】特別交付税措置（措置率0.5） • 派遣を受ける市町村については、政令指定都市・中核市・
県庁所在地を除く市町村が対象

• 派遣を受ける市町村に負担金が生じる場合は、派遣初年
度のみが対象

※ 技術職員・デジタル人材の確保については、別途、地方交付税措置を
講じている

都道府県
等 市町村

①連携協約

②職員派遣

令和４年度
令和８年度

目標

6,447人 10,000人

（１） ローカル10,000プロジェクト（国庫補助事業）に準ずる地方単独事業に対する特別交付税措置を創設（措置率0.5）

［対象］①地域資源の活用、②公共的な課題の解決、③融資等、④新規事業の要件を満たす事業の創業等に要する経費（施設改修費等への補助）

（２）ふるさと融資について、融資比率を35％から50％へ（過疎地域等は45％から60％へ）引上げ
※ ふるさと融資とは、地域振興に資する民間投資を支援するために地方団体が長期の無利子資金を融資する制度（融資財源は地方債で調達）

１．「ローカルスタートアップ支援制度」の拡充

２．「地域活性化起業人」の拡充

○ 企業人材の副業ニーズの増加を踏まえ、大都市圏の企業の社員を即戦力として活用する

地域活性化起業人について、企業から社員を派遣する方式（企業派遣型）に加え、

地方団体と企業に所属する個人間の協定に基づく副業の方式（副業型）に対する

特別交付税措置を創設（上限200万円／人）

３．「地域おこし協力隊」の拡充

（１） 地域おこし協力隊員の活動に関する特別交付税措置の拡充

・ 報償費等の上限を、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給への
対応のため引上げ （隊員１人当たり280万円⇒320万円）

・ より専門性の高いスキルを持つ人材や豊富な社会経験を積んだ人材の
報償費等の弾力運用 の上限を引上げ（弾力運用幅の上限50万円⇒100万円）

※ 活動に要するその他の経費（隊員１人当たり200万円）の一部を報償費等として弾力的に支給可能

（２） JET青年等外国人の地域おこし協力隊員の増加に資する取組支援のための特別交付税措置の創設（道府県のみ）

外国人の地域おこし協力隊へのマッチング支援等（上限200万円／団体）及び外国人の隊員のサポート（上限100万円／団体）

地域の経済循環の促進、地方への人の流れの創出・拡大

＜地域おこし協力隊隊員数＞

約3,500人増

＜地域活性化起業人の推移＞

○ 地域の経済循環を促進するため、ローカル10,000プロジェクトの地方単独事業に対する特別交付税措置を創設

○ 地方への人の流れの創出・拡大を加速するため、「地域活性化起業人」制度に社員の副業型を追加するととも
に、地域おこし協力隊に係る特別交付税措置を拡充

※
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主な地方財政指標積算基礎（通常収支分）

（単位：億円）

（参考）
○ 地方の借入金残高（東日本大震災分を含む） 178.9兆円（令和6年度末見込） ※  183.4兆円（令和5年度末見込）

○ 交付税特別会計借入金残高 28.1兆円（令和6年度末見込） ※ 28.6兆円（令和5年度末見込）

令和６年度 令和５年度

① 936,388 920,350

② 427,329 428,751

③ 27,293 26,001

④ 11,320 2,169

⑤ 186,671 183,611

⑥ 63,103 68,163

うち臨時財政対策債 ⑦ 4,544 9,946

⑧ ▲ 8 ▲ 3

⑨ ▲ 169 60

656,980 650,535

69.7% 69.6%

6.7% 7.4%

区　　分

歳入合計

地方税

地方譲与税

地方特例交付金等

地方交付税

地方債

全国防災事業
一般財源充当分

復旧・復興事業
一般財源充当分

主
な
地
方
財
政

関
係
指
標

一般財源総額　②＋③＋④＋⑤＋⑦＋⑧＋⑨

一般財源比率

地方債依存度　

②＋③＋④＋⑤＋⑧＋⑨

①

⑥

①

【地方債計画計上額（増額分）】 1,150億円

１．交通事業債（経営改善推進事業）の創設

【発行期間】 令和８年度まで

○ コロナ禍前比で１割以上の減収が継続するなど構造的な課題を抱える交通事業について、計画を策定して経営改善に取り

組む団体の資金繰りを円滑にし、経営改善を促進するため、「交通事業債（経営改善推進事業）」を創設

○ 法適化（公営企業会計導入）の進捗を踏まえ、公債費負担を適正な水準の料金収入等で賄える程度に平準化できるよう、

資本費平準化債を拡充し、過去に発行した資本費平準化債の元金償還金を対象に追加

【発行対象】 経営改善実行計画、収支計画を策定して経営改善に取り組むことを要件とし、
その経営改善効果額を限度に、①及び②について発行可能

① 資金不足額（流動負債－流動資産） ② 経営改善の実施に必要な経費

公営企業の経営安定化支援

【対象事業】 資金不足が生じている交通事業のうち、経営戦略を改定済又は改定に着手済の事業

【経営改善効果額の算定方法】 経営改善の取組毎の「収支改善見込額×５年分」の合計額

【資本費平準化債発行可能額の拡充】
資本費平準化債発行可能額 ＝ 元金償還金総額 － 資本費平準化債の元金償還金 － 減価償却費相当額等

【対象事業】 下水道事業、交通事業 等

２．資本費平準化債の対象拡充

＜見直し部分＞

⇒下線部分を削除し、発行対象を拡充

【経営改善の取組例】

○運賃料金制度見直し

○民間バスとの共同経営

○駅ナカビジネスの拡充

※ 資本費平準化債の償還年限については
「対象償却資産の平均残存耐用年数」を限度

※ 資本費平準化債の元利償還金相当額を含む経費を
確実に回収すること等に留意した収支計画の策定が要件

＜資本費平準化債の活用効果（イメージ図） ＞

料金
対象経費

年

資本費平準化債を活用しない場合
（=本債元金償還金+利子）

拡充後
（=減価償却費+利子）

※拡充後を基準とした場合の比較

現行
（=減価償却費+資本費平準化債元金償還金+利子）

減価償却期間：最長50年
本債償還期間：最長40年
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（１）復旧・復興事業

（２）全国防災事業

地方財政計画歳入歳出一覧（東日本大震災分）

（単位：億円、％）

令 和 ６ 年 度
（A）

令 和 ５ 年 度
（B）

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

904 935 △ 31 △ 3.3

8 3 5 166.7

1,655 1,632 23 1.4

2 9 △ 7 △ 77.8

62 68 △ 6 △ 8.8

2,631 2,647 △ 16 △ 0.6

51 54 △ 3 △ 5.6

1,187 1,288 △ 101 △ 7.8

836 902 △ 66 △ 7.3

351 386 △ 35 △ 9.1

62 68 △ 6 △ 8.8

1,331 1,237 94 7.6

1,329 1,235 94 7.6

2 2 0 0.0

0 0 0 0.0

2,631 2,647 △ 16 △ 0.6

単 独

公 営 企 業 繰 出 金

計

雑 収 入

計

歳

出

給 与 関 係 経 費

一 般 行 政 経 費

補 助

単 独

公 債 費

投 資 的 経 費

直 轄 ・ 補 助

区 　分

歳

入

震 災 復 興 特 別 交 付 税

一 般 財 源 充 当 分

国 庫 支 出 金

地 方 債

（単位：億円、％）

令 和 ６ 年 度
（A）

令 和 ５ 年 度
（B）

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

80 646 △ 566 △ 87.6

169 △ 60 229 △ 381.7

1 1 0 0.0

250 587 △ 337 △ 57.4

250 587 △ 337 △ 57.4

250 587 △ 337 △ 57.4

歳

入

地 方 税

一 般 財 源 充 当 分

雑 収 入

計

歳

出

公 債 費

計

区 分

令 和 ６ 年 度
(A)

令 和 ５ 年 度
(B)

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

427,329 428,751 △ 1,422 △ 0.3

27,293 26,001 1,292 5.0

11,320 2,169 9,151 421.9

186,671 183,611 3,060 1.7

158,042 150,085 7,957 5.3

63,103 68,163 △ 5,060 △ 7.4

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 4,544 9,946 △ 5,402 △ 54.3

う ち 財 源 対 策 債 7,600 7,600 0 0.0

15,625 15,646 △ 21 △ 0.1

47,182 45,867 1,315 2.9

△ 8 △ 3 △ 5 166.7

△ 169 60 △ 229 △ 381.7

936,388 920,350 16,038 1.7

656,980 650,535 6,445 1.0

627,180 621,635 5,545 0.9

区 　分

歳

入

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金 等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

地 方 債

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 収 入

復 旧 ・ 復 興 事 業 一 般 財 源 充 当 分

全 国 防 災 事 業 一 般 財 源 充 当 分

計

一 般 財 源

（水準超経費を除く交付団体ベース）

令 和 ６ 年 度
(A)

令 和 ５ 年 度
(B)

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

202,292 199,053 3,239 1.6

191,527 187,724 3,803 2.0

10,765 11,329 △ 564 △ 5.0

436,893 420,841 16,052 3.8

251,417 239,731 11,686 4.9

153,861 149,684 4,177 2.8

14,915 14,726 189 1.3

12,500 12,500 0 0.0

地 方 創 生 推 進 費 10,000 10,000 0 0.0

地 域 デ ジ タ ル 社 会 推 進 費 2,500 2,500 0 0.0

4,200 4,200 0 0.0

108,961 112,614 △ 3,653 △ 3.2

15,344 15,237 107 0.7

1,100 1,100 0 0.0

119,896 119,731 165 0.1

56,259 56,594 △ 335 △ 0.6

63,637 63,137 500 0.8

う ち 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 5,000 5,000 0 0.0

う ち 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 費 4,800 4,800 0 0.0

う ち 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 費 4,000 4,000 0 0.0

う ち 脱 炭 素 化 推 進 事 業 費 1,000 1,000 0 0.0

う ち こ ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 500 - 500 皆増

23,202 23,974 △ 772 △ 3.2

13,059 13,997 △ 938 △ 6.7

10,143 9,977 166 1.7

29,800 28,900 900 3.1

936,388 920,350 16,038 1.7

906,588 891,450 15,138 1.7

784,568 764,839 19,729 2.6地 方 一 般 歳 出

歳

出

給 与 関 係 経 費

退 職 手 当 以 外

退 職 手 当

一 般 行 政 経 費

補 助

単 独

国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費

デ ジ タル 田園 都 市国 家構 想 事業 費

地 域 社 会 再 生 事 業 費

公 営 企 業 繰 出 金

企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分

そ の 他

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費

計

（水準超経費を除く交付団体ベース）

公 債 費

維 持 補 修 費

う ち 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 費

投 資 的 経 費

直 轄 ・ 補 助

単 独

区　 　分

地方財政計画歳入歳出一覧（通常収支分）

（単位：億円、％）
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 年  度 

対 前 年 度 伸 び 率

地方財政計画 地方一般歳出 地  方  税 地方交付税

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

令和元年度 

2 

3 

4 

5 

6 

 0.3 

▲ 1.0

▲ 0.5

0.5

▲ 0.8

0.1

1.8

2.3

0.6

1.0

0.3

3.1

1.3

▲ 1.0

0.9

1.6

1.7

 0.0 

 0.7 

 0.2 

 0.8 

▲ 0.6

▲ 0.1

2.0

2.3

0.9

1.0

0.9

4.0

2.3

▲ 0.6

0.6

0.8

2.6

 0.2 

▲10.6

▲10.2

2.8

 0.8 

 1.1 

 2.9 

 7.1 

 3.2 

 0.9 

 0.9 

 1.9 

 1.9 

▲ 7.0

8.3

4.0

▲ 0.3

 1.3 

 2.7 

 6.8 

 2.8 

 0.5 

▲ 2.2

▲ 1.0

▲ 0.8

▲ 0.3

▲ 2.2

▲ 2.0

1.1

2.5

5.1

3.5

1.7

1.7

（参考１）地方財政計画の伸び率等の推移

(単位：％)

（注１）（ ）内は、税源移譲分を除いた伸び率(平成18年度の地方税に所得譲与税を含めて伸び率を算出)である。
（注２） 平成24年度以降は通常収支分の伸び率である。
（注３） 令和3年度の地方税については令和2年度徴収猶予の特例分を除いている。

 年    度 

対 前 年 度 伸 び 率

地方財政計画 地方一般歳出 地  方  税 地方交付税

昭和62年度 

63 

平成元年度 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  2.9 

  6.3 

  8.6 

  7.0 

  5.6 

  4.9 

  2.8 

  3.6 

  4.3 

  3.4 

  2.1 

  0.0 

  1.6 

  0.5 

  0.4 

▲ 1.9

▲ 1.5

▲ 1.8

▲ 1.1

▲ 0.7

▲ 0.0

 2.9 

 5.7 

 7.1 

 6.7 

 7.4 

 5.9 

 4.4 

 4.6 

 3.6 

 2.3 

 0.9 

▲ 1.6

1.8

▲ 0.9

▲ 0.6

▲ 3.3

▲ 2.0

▲ 2.3

▲ 1.2

▲ 1.2

▲ 1.1

  0.6 

  9.4 

  8.1 

  7.5 

  6.1 

  4.1 

  1.6 

▲ 5.7

3.6

0.1

9.6

3.9

▲ 8.3

▲ 0.7

1.5

▲ 3.7

▲ 6.1

0.5

3.1

4.7

  15.7 

 ( 6.5 ) 

  0.6 

  7.5 

  17.3 

  10.3 

  7.9 

  5.7 

▲ 1.6

0.4

4.2

4.3

1.7

2.3

  19.1 

  2.6 

▲ 5.0

▲ 4.0

▲ 7.5

▲ 6.5

0.1

▲ 5.9

▲ 4.4

令 和 ６ 年 度
(A)

令 和 ５ 年 度
(B)

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

427,409 429,397 △ 1,988 △ 0.5

27,293 26,001 1,292 5.0

11,320 2,169 9,151 421.9

187,575 184,546 3,029 1.6

186,671 183,611 3,060 1.7

904 935 △ 31 △ 3.3

159,697 151,717 7,980 5.3

63,105 68,172 △ 5,067 △ 7.4

4,544 9,946 △ 5,402 △ 54.3

7,600 7,600 0 0.0

15,625 15,646 △ 21 △ 0.1

47,245 45,936 1,309 2.8

939,269 923,584 15,685 1.7

658,141 652,059 6,082 0.9

国 庫 支 出 金

地 方 債

う ち 臨 時 財 政 対 策 債

う ち 財 源 対 策 債

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 収 入

区　 分

歳

入

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金 等

地 方 交 付 税

震 災 復 興 特 別 交 付 税 以 外

震 災 復 興 特 別 交 付 税

計

一 般 財 源

令 和 ６ 年 度
(A)

令 和 ５ 年 度
(B)

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

202,343 199,107 3,236 1.6

191,578 187,778 3,800 2.0

10,765 11,329 △ 564 △ 5.0

438,080 422,129 15,951 3.8

252,253 240,633 11,620 4.8

154,212 150,070 4,142 2.8

14,915 14,726 189 1.3

12,500 12,500 0 0.0

地 方 創 生 推 進 費 10,000 10,000 0 0.0

地 域 デ ジ タ ル 社 会 推 進 費 2,500 2,500 0 0.0

4,200 4,200 0 0.0

109,273 113,269 △ 3,996 △ 3.5

15,344 15,237 107 0.7

1,100 1,100 0 0.0

121,227 120,968 259 0.2

57,588 57,829 △ 241 △ 0.4

63,639 63,139 500 0.8

う ち 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 5,000 5,000 0 0.0

う ち 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 費 4,800 4,800 0 0.0

う ち 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 費 4,000 4,000 0 0.0

う ち 脱 炭 素 化 推 進 事 業 費 1,000 1,000 0 0.0

う ち こ ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 500 - 500 皆増

23,202 23,974 △ 772 △ 3.2

13,059 13,997 △ 938 △ 6.7

10,143 9,977 166 1.7

29,800 28,900 900 3.1

939,269 923,584 15,685 1.7

787,137 767,418 19,719 2.6

投 資 的 経 費

直 轄 ・ 補 助

単 独

公 営 企 業 繰 出 金

企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分

そ の 他

国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費

デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 事 業 費

地 域 社 会 再 生 事 業 費

公 債 費

維 持 補 修 費

う ち 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 費

区　　 分

歳

出

給 与 関 係 経 費

退 職 手 当 以 外

退 職 手 当

一 般 行 政 経 費

補 助

単 独

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費

計

地 方 一 般 歳 出

（参考）通常収支分と東日本大震災分の合計

（単位：億円、％）
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（参考２）地方債等関係資料

年  度 

  地  方  債 

  計  画  額 

 （億円） 

  対 前 年 度 

  増 減 額 

   （億円） 

 地  方  債 

 依  存  度 

 （％） 

 地方の借入金 

残    高 

  （兆円） 

昭和62年度 

63 

平成元年度 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 53,900 

 60,481 

 55,592 

 56,241 

 56,107 

 51,400 

 62,254 

103,915 

113,054 

129,620 

121,285 

110,300 

112,804 

111,271 

119,107 

126,493 

150,718 

141,448 

   9,610 

   6,581 

▲ 4,889

     649 

▲ 134

▲ 4,707

10,854

41,661

   9,139 

  16,566 

▲ 8,335

▲10,985

2,504

▲ 1,533

7,836

7,386

  24,225 

▲ 9,270

 9.9 

10.4 

 8.8 

 8.4 

 7.9 

 6.9 

 8.1 

13.1 

13.7 

15.2 

13.9 

12.7 

12.7 

12.5 

13.3 

14.4 

17.5 

16.7 

   64 

   66 

   66 

 67 

 70 

 79 

 91 

106 

125 

139 

150 

163 

174 

181 

188 

193 

198 

201 

年    度 

 地  方  債 

 計  画  額 

（億円)

  対 前 年 度 

  増 減 額 

（億円)

 地  方  債 

 依  存  度 

   （％) 

 地方の借入金 

 残 高 

（兆円)

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

令和元年度 

2 

3 

4 

5 

6 

122,619 

108,174 

 96,529 

 96,055 

118,329 

134,939 

114,772 

111,654 

111,517 

105,570 

 95,009 

 88,607 

 91,907 

 92,186 

 94,282 

 92,783 

112,407 

 76,077 

 68,163 

63,103 

▲18,829

▲14,445

▲11,645

▲ 474

 22,274 

 16,610 

▲20,167

▲ 3,118

▲ 137

▲ 5,947

▲10,561

▲ 6,402

3,300

    279 

  2,096 

▲ 1,500

19,625

▲36,331

▲ 7,914

▲ 5,060

14.6 

13.0 

11.6 

11.5 

14.3 

16.4 

13.9 

13.6 

13.6 

12.7 

11.1 

10.3 

10.6 

10.6 

10.5 

10.2 

12.5 

 8.4 

 7.4 

 6.7 

201 

200 

199 

197 

199 

200 

200 

201 

201 

201 

199 

197 

196 

194 

192 

192 

191 

187 

  183 

(見込) 

  179 

(見込) 
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４ 地方債計画 

 

（１）地方債計画の意義 

地方債計画は、地方財政法第５条の３第 10 項の規定に基づき、毎年度国（総務省）

が策定する地方債発行に関する年間計画である。地方債計画は、国の予算編成と併行

して策定される地方財政計画及び財政投融資計画と密接な関連を有しており、地方財

政の運営上、次のような重要な役割を果たしている。 

 
① 地方債計画に基づく同意（許可）の運用 

地方債計画は、同意をする地方債等の予定総額や事業別の起債予定額等を示す

ものであり、地方債の同意等は、通常この計画に基づいて運用される。 
 

② 地方債の原資の保障 
地方債計画は、地方債の所要額と原資との調整を図った上で、地方債の原資を

事業別に予定し、同意する地方債等の資金供給先別の内訳を示すものである。 
 

③ 地方公共団体の財政運営の指針 
地方債計画は、地方財政計画と同様に公表され、事業別地方債の同意等に係る

量的な見通しを示している。 
 
（２）地方債計画と関係する他の計画 

① 財政投融資計画 
財政投融資計画は、財政政策の一環として国が行う長期の投融資活動である財

政投融資の全体像を示すために、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関

する法律第５条の規定に基づき、毎年度内閣が作成し、国会に提出する計画であ

る。 
地方公共団体は財政投融資の対象機関の一つであり、地方債計画の財政融資資

金の額が、財政投融資計画の「地方公共団体」分として計上される。なお、地方

債計画のその他の資金は、参考として「自己資金等」に記載され、「再計」におい

て地方債計画総額と一致することとなる。 
また、地方公共団体金融機構が発行する債券に係る政府保証の額が、財政投融

資計画における「地方公共団体金融機構」分として計上される。 
 

② 地方財政計画 
地方財政計画は、地方交付税法第７条の規定に基づき、毎年度内閣が作成し、

国会に提出するとともに一般に公表するものであり、地方公共団体の普通会計に

おける歳入歳出総額の見込額である。地方財政計画における歳入の地方債には、

地方債計画における普通会計分の地方債の額が計上される。 
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（資料：29p「令和６年度地方債計画の概要」、29～30p「令和６年度地方債計画①～

③」、31p～39p「令和６年度地方債計画のポイント」） 
 
（３）臨時財政対策債 

各年度において地方財政全体での財源不足が見込まれる場合には、地方財政対策に

より補塡措置を講じることとしている。その際、交付税の増額によって財源不足額の

全額を補塡することが本来の望ましい姿であるが、交付税の原資である国税収入も不

足しているのが現状である。そのため、平成 12 年度以前は地方財源の不足に対処す

るために、交付税特別会計借入金による地方交付税の増額を基本として対応し、その

償還金を国と地方で折半して負担することとしてきたところである。 

しかしながら、このいわゆる特会借入方式は、 

ア いわば地方公共団体の共同の借入金であるが、個々の地方公共団体にとっては

交付税総額の設定過程で整理されるものであるため、地方公共団体や住民に借入

の実態がわかりにくいこと 

イ 国の予算上においても、国の財政実態をわかりにくくしていること等の問題が

指摘されていた。 

このため、平成 13年度より「国負担分は一般会計からの繰入」、「地方負担分は個々

の団体の特例地方債発行」という方式により財源不足を補塡することとし、国と地方

の役割分担の明確化、財政の透明化等を図ることとした。これに基づいて各地方公共

団体が発行する特例地方債が臨時財政対策債である。 

臨時財政対策債を用いた現行方式は、特会借入方式と比較すると、国・地方の責任

が従前より明確化され、特に、地方においては、借入金依存の実態が議会や住民に明

らかになることにより経費支出の効率化・重点化の必要性についての理解を深め、地

方財政の健全化に向けた取組を促す効果も期待できる。 

このように、臨時財政対策債は、地方の財源不足を制度的に補填するものであるが、 

「個々の地方公共団体の財政運営の結果として生じることとなった財源不足額」を補

填するものではなく、「地方財政制度においてすべての地方公共団体についてそれぞ

れ標準的に発生すると見込まれる財源不足額」について、普通交付税の代替措置とし

て制度的に発行が認められるものである。具体的には、地方財政法附則第 33 条の５

の２に基づき、各地方公共団体は、同法第５条の特例として発行することができる。 

また、臨時財政対策債は、地方一般財源の不足に対処するための地方債であることか

ら、投資的経費以外の経費にも充当でき、また、その元利償還金については後年度に

全額交付税措置されることとなっている。 

（資料：40p「臨時財政対策債について」、41p「令和６年度地方財政収支（通常収支

分）」、42p「臨時財政対策債の発行額」） 
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令和６年度地方債計画①（通常収支分）
   （単位：億円、％）

１ 15,794 15,889 △ 95 △ 0.6

２ 1,082 1,089 △ 7 △ 0.6

３ 1,119 1,126 △ 7 △ 0.6

４ 4,813 4,108   705   17.2

2,119 1,682   437   26.0

365 367 △ 2 △ 0.5

1,254 981   273   27.8

538 541 △ 3 △ 0.6

537 537   0   0.0

５ 26,845 27,387 △ 542 △ 2.0

2,493 2,485   8   0.3

690 690   0   0.0

871 871   0   0.0

3,221 3,221   0   0.0

3,800 4,800 △ 1,000 △ 20.8

5,000 5,000   0   0.0

4,320 4,320   0   0.0

4,000 4,000 0   0.0

1,100 1,100 0   0.0

900 900 0   0.0

450 - 450 皆増

６ 6,270 5,940   330   5.6

570 540   30   5.6

5,700 5,400   300   5.6

７ 345 345   0   0.0

８ 700 700   0   0.0

９ 100 100   0   0.0

57,068 56,684   384   0.7

１ 6,356 6,035   321   5.3

２ 392 297   95   32.0

３ 1,763 1,719   44   2.6

４ 241 333 △ 92 △ 27.6

５ 577 619 △ 42 △ 6.8

６ 4,981 4,598   383   8.3

７ 386 287   99   34.5

８ 1,290 919   371   40.4

９ 13,686 12,649   1,037   8.2

10 100 95   5   5.3

29,772 27,551   2,221   8.1

86,840 84,235   2,605   3.1

計

合                 計

工 業 用 水 道 事 業

交 通 事 業

電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業

港 湾 整 備 事 業

病 院事 業 ・ 介 護サ ー ビ ス 事業

市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業

地 域 開 発 事 業

下 水 道 事 業

観 光 そ の 他 事 業

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業

行 政 改 革 推 進

調 整

計

 二 公 営 企 業 債

（11） こ ど も ・ 子 育 て 支 援

水 道 事 業

（7） 公 共 施 設 等 適 正 管 理

（8） 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策

辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業

（1） 辺 地 対 策

（2） 過 疎 対 策

（9） 緊 急 浚 渫 推 進

（10） 脱 炭 素 化 推 進

（2） 地 域 活 性 化

（3） 防 災 対 策

（4） 地 方 道 路 等

（5） 旧 合 併 特 例

（6） 緊 急 防 災 ・ 減 災

（2） 社 会 福 祉 施 設

（3） 一 般 廃 棄 物 処 理

災 害 復 旧 事 業

教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業

（1） 学 校 教 育 施 設 等

（1） 一 般

（4） 一 般 補 助 施 設 等

（5） 施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ）

一 般 単 独 事 業

公 営 住 宅 建 設 事 業

計 画 額 (A) 計 画 額 (B)

 一 一 般 会 計 債

公 共 事 業 等

項                 目
令和６年度 令和５ 年度 差 引 増 減 率

(A)-(B) (C) (C)/(B)×100

○ 地方債計画とは、総務大臣又は都道府県知事が同意又は許可をする地方債の予定額の総額その他政令で定める
事項に関する書類である（地方財政法第５条の３第１０項）。

○ 地方債計画は、下図のとおり、地方財政計画や国の予算の一部である財政投融資計画と相互に関連している。

令和６年度地方債計画の概要

国庫支出金

15.8

地方債

6.3

その他
6.3

地方特例交付金 1.1

45.5

地方税・地方譲与税

地方交付税

18.7

地方財政計画
93.6兆円

歳入
93.6兆円

地方債計画
9.2兆円

銀行等引受資金

2.0

地方公共団体金融
機構資金 1.6

財政融資資金

2.3

普通会計分

6.3

資金区分

9.2兆円

市場公募資金

3.3

2.9

公営企業会計等分

総 額

9.2兆円

財政投融資計画

13.3兆円

成長力強化に向けた
重要分野への投資

5.4

教育・福祉・金融・インフラ

2.6

地方公共団体
2.3

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある。

国際環境変化に
対応するための海外投融資

3.0
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令和６年度地方債計画③（通常収支分と東日本大震災分の合計）

令和６年度地方債計画②（東日本大震災分）
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こども・子育て支援事業債の創設

３．事業期間 令和10年度までの５年間 （「こども・子育て支援加速化プラン」の実施期間）

４．事業費 500億円

２．地方財政措置 充当率：９０％ 交付税措置率：５０％（機能強化を伴う改修）又は３０％（新築・増築）

○ 地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設

の環境改善（ハード）を速やかに実施できるよう、新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」

を創設

（例） ・ 子育て相談室          ・ あそびの広場
・ 科学、自然、音楽、調理などの体験コーナー

 ・ 子育て親子の交流の場

１．対象事業

（２）子育て関連施設の環境改善（１）こども・子育て支援機能強化に係る施設整備

（例） ・ 空調、遊具、防犯対策設備の設置
 ・ バリアフリー改修 ・ 園庭の整備（芝生化）
 ・ トイレの洋式化

地方単独事業（こども基本法に基づく都道府県・市町村こども計画に位置付け）として実施する以下の事業
・ 国庫補助事業に併せて実施する単独事業を含む

  ・ 社会福祉法人等に対する助成を含む

（トイレ環境改善） （園庭の整備、改修）（あそびの広場）（相談室）

【対象施設】  児童館、保育所などの児童福祉施設、
障害児施設、幼稚園 等

【対象施設】  公共施設、公用施設

令和６年度地方債計画のポイント
１ 計画規模

・ 通常収支分については、総額９兆２，１８４億円（前年度比２，７９７億円、２．９％減）を計上。

・ 東日本大震災分については、復旧・復興事業として総額７億円を計上。その全額について公的資金を確保。

・ 通常収支分と東日本大震災分を合わせた総額は、９兆２，１９１億円（前年度比２，８０３億円、３.０％減）

うち普通会計分 ：６兆３，１０５億円（前年度比５，０６７億円、７.４％減）
公営企業会計等分：２兆９，０８６億円（前年度比２，２６４億円、８.４％増）

２ 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債４，５４４億円（前年度比５，４０２億円、
５４．３％減）を計上。

３ こども・子育て支援事業の創設

地方公共団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境
改善を速やかに実施できるよう、こども・子育て支援事業を創設することとし、４５０億円を計上。

４ 緊急防災・減災事業の推進

地方公共団体が、喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業において、対象事業を拡充（消防
指令システムの標準化に併せた指令センターの整備、連携・協力による訓練施設の整備等）することとし、５，０００億円（前年度
同額）を計上。

５ 緊急自然災害防止対策事業の推進

地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、４，０００億円（前年度同額）を計上。

６ 緊急浚渫推進事業の推進

地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円（前年度同額）を計上。

７ 公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業を、４，３２０億円
（前年度同額）計上。

８ 脱炭素化推進事業の推進

地方公共団体が、地域脱炭素の取組を計画的に実施できるよう、脱炭素化推進事業において、対象事業を拡充（第三セクター等が行う

地域内消費を主目的とする再生可能エネルギーの導入に対する補助）することとし、９００億円（前年度同額）を計上。

９ 過疎対策事業の推進

資材価格等の高騰による建設事業費の上昇等を踏まえ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、５，７００億円
（前年度比３００億円、５．６％増）を計上。
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「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく防災のための重要インフラ等の機能維持等を目的

とした国直轄・補助事業

対象事業

○ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）に基づく国直轄・補助事

業による防災インフラ整備（事業期間は令和７年度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

【事業イメージ】

河川の護岸改修 砂防堰堤整備 海岸の護岸整備

財源国負担

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（充当率100％）

一般財源

地方負担

元利償還金の50％を地方交付税措置

※ ５か年加速化対策の４年目である令和６年度分においては、直轄事業負担金及び補助事業費が令和５年度補正予算（第１号）に計上されているため、そ

の地方負担については、補正予算債（充当率100％、元利償還金に対する交付税措置率50％ ）により措置することとしている。

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

防災・減災関連の地方債

補助／
単独

地方債の名称 対象事業 地方財政措置 事業期間
令和６年度
事業費

国庫補助
事業

防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業債

「防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策」に基づく防災の
ための重要インフラ等の機能維持等
を目的とした国直轄・補助事業

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：５０％

令和３年度
～

令和７年度
8,142億円※

地方単独
事業

緊急防災・減災事業債
地方単独事業として実施する緊急性
が高く、即効性のある防災・減災対
策のための施設整備等

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和３年度
～

令和７年度
5,000億円

緊急自然災害
防止対策事業債

地方単独事業として緊急的に自然
災害の防止のために実施する防災
インフラの整備
（道路防災、治山、砂防、河川等）

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和３年度
～

令和７年度
4,000億円

緊急浚渫推進事業債
緊急的に実施する必要がある河川
等の浚渫
（堆積土砂の撤去等）

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和２年度
～

令和６年度
1,100億円

○ 災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が防災・減災、国土強靱化対策に取り組めるよう、地方財政措置。

※「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」のうち、令和６年度分は令和５年度補正予算で措置
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（参考）緊急防災・減災事業債 ＜令和３年度～令和７年度＞

消防・防災力の一層の強化

○ 災害の激甚化・頻発化を踏まえ、消防の広域化、連携・協力等を通じ、消防・防災力を一層強化するため、「緊急
防災・減災事業費」の対象事業を拡充するとともに、特別交付税措置を拡充

○ 消防指令システムの標準化に併せた指令センターの整備

○ 連携・協力による訓練施設の整備

○ 緊急消防援助隊受援計画に位置付けた消防庁舎における女性専用施設の整備

○ 防災部局が物資輸送等に活用するドローンの整備

○ 災害応急対策を継続するための設備・車両資機材（トイレカー）の整備

１．緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充

２．特別交付税措置の拡充

一般財源元利償還金の70％を地方交付税措置

地方債充当率100％

「指令センター」

（１）消防の広域化、連携・協力の更なる推進（現行の特別交付税措置率0.5）

・ 広域化の準備経費：「中心消防本部」の措置率を0.7に引き上げる
 ※ 都道府県が定める広域化推進計画において、広域化の検討を主導する「中心消防本部」を指定

・ 連携・協力の準備経費：共同部隊が使用する装備品等を対象とする

（２）消防団員の報酬に対する措置

・ 「班長」階級以上の報酬に要する経費（基準財政需要額を上回る額）を対象とする（措置率0.5）

「山岳救助訓練施設」

・広域化：二以上の市町村が消防事務を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託すること

・連携・協力：消防事務の性質に応じてその一部について柔軟に連携・協力すること

※ 広域化、連携・協力に取り組む消防本部を対象

（３）浸水対策等の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設等の移設

○施設の大宗が津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、必要な防災対策の

拠点となる施設や、災害時に援護が必要となる者のための施設の移転

○施設の大宗が洪水浸水想定区域内等にあり、地域防災計画上必要な消防署の移転

（４）消防広域化事業等

○広域消防運営計画又は消防署所等の再編整備計画に基づき必要となる消防署の

増改築等

○上記計画に基づき機能強化を図る消防車両等の整備

○統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる改築

○消防機関間の柔軟な連携・協力（共同化）に伴う高機能消防指令センター、
訓練施設、消防用車両等（はしご自動車、化学消防車等）の整備

（５）地域防災計画上に定められた公共施設・公用施設の耐震化

○指定避難所とされている公共施設及び公用施設
○災害時に災害対策の拠点となる公共施設及び公用施設

○不特定多数の者が利用する公共施設

○社会福祉事業の用に供する公共施設
○幼稚園等

原則として一部改築又は増改築を対象とするが、消防署については、耐震性
が十分でないことから、早急に耐震化を行う必要があり全部改築することが
やむを得ないと認められるものについても対象

（６）特定地域の振興や生活環境の整備を目的とした国庫補助金（※２)の
交付を受けて実施する(1)～(5)の事業

（１）大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備
（（※１）については、社会福祉法人・学校法人への補助金債を含む）

○消防団拠点施設等 ○防災資機材等備蓄施設

○災害応急対策を継続するための設備・車両資機材（非常用電源及びトイレカー）
○津波避難タワー、活動火山対策避難施設等 ○避難路・避難階段（※１）

○指定避難所、災害対策の拠点となる公共施設・公用施設、社会福祉事業の用に供する

公共施設等において防災機能を強化するための施設（浸水対策のための施設整備

（電源設備等の嵩上げ、機械施設等への止水板・防水扉の設置等)を含む）（※１）

○指定避難所における避難者の生活環境の改善や感染症対策に係る施設（トイレ、更衣室、

授乳室、シャワー、空調、Wi-Fi、バリアフリー化、換気扇、洗面所等、発熱者専用室、
要配慮者を滞在させるための居室等）（※１）

○災害時に災害対策の拠点となる公用施設における災害対策本部の設置、応援職員の受入

れ、災害応急対策に係る施設（災害対策本部員室、災害対策本部事務局室（オペレー

ションルーム）、応援職員のための執務室、一時待避所、物資集積所等)（耐震化が
未実施の施設の建替えに伴う当該施設の整備を含む）

○救急隊員等の使用する消防本部等における感染症対策に係る施設（仮眠室・浴室の個室

化、消毒室、トイレ、換気扇、固定式間仕切り、救急資器材・資機材用備蓄倉庫等）

○緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設
○緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等

○緊急消防援助隊受援計画に宿営場所として位置付けられた消防庁舎等における女性専用

施設（浴室、トイレ、仮眠室、更衣室、洗面所等）

○消防団の機能強化を図るための施設・設備 ○消防水利施設 ○初期消火資機材

○消防本部又は防災部局に整備される災害対応ドローン（水中ドローン及び物資輸送

ドローンを含む）

（２）大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築

○消防救急デジタル無線の機能強化を伴う更新

○防災行政無線のデジタル化・防災情報の確実な伝達のための機能強化

○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）に係る情報伝達手段の多重化

○防災情報システム等、大規模災害時の情報伝達のために必要な通信施設

○都道府県と管内全市町村とを結ぶ一体的な衛星通信システムの整備等

○災害時オペレーションシステム

２．財政措置

（１）地方債の充当率 １００％ （２）交付税措置 元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

３．事業年度 令和３年度～令和７年度 ４．事業費 ５，０００億円（令和６年度）

○ 近年、災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が喫緊の課題である防災・減災、国土強靱化対策に取り組めるよう、
令和６年度については、対象事業を拡充した上で、５，０００億円（前年度同額）を計上。

緊急防災・減災事業債について

１．対象事業 【地方単独事業((6)を除く） 】 （下線部分が令和６年度地方財政対策での拡充部分）

（※２）防衛施設周辺の生活環境の整備に係る補助金及び奄美群島振興交付金

（※）(1)～(5)の事業のうち、高機能消防指令センターの整備に係る事業は、標準
仕様書に基づく消防指令システムの整備を伴うものに限り対象
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○ 地方団体が、各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、
ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等に係る浚渫（地方単独事業）

※１ 河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川が対象

※２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む

※３ 河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地方団体に対して
示した上で、各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

※４ 防災重点農業用ため池等とは、農業用ため池及び土地改良施設のうち貯水能力を有する施設（クリーク及び農業用ダム等）を指す

対象事業 ※事業費 １,１００億円（令和６年度）

（浚渫前） （浚渫後）

緊急浚渫推進事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

充当率・元利償還金に対する交付税措置

【事業イメージ（河川の浚渫）】

○ 河川氾濫などの浸水被害の防止等のため、地方団体が単独で実施する浚渫事業（事業期間は令和６年度まで）

緊急浚渫推進事業

〇 災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために、地方団体が策定する 「緊急自然災害防止対策事業計画」に

基づき実施する地方単独事業（流域治水プロジェクト等に位置付けられた事業については、国庫補助要件を満たす事業も対象）

【対象施設】治山、砂防、地すべり、河川、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利防災（安全対策(用水路・ため池の防護柵等)）、

海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、道路防災（法面・盛土対策、冠水対策等）、港湾・漁港防災、

農道・林道防災、都市公園防災、下水道

緊急自然災害防止対策事業

対象事業

〇 国の防災・減災、国土強靱化対策と連携して、地方団体が単独で実施する防災インフラの整備事業（事業期間は令和７年

度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急自然災害防止対策事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

【事業イメージ】

小規模河川の護岸改修 山腹斜面の法面対策 ため池の堤体補強工事

※事業費 ４,０００億円（令和６年度）
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○ 過去に建設された公共施設等が今後、大量に更新時期を迎える一方、地方団体の財政は依然として厳しい状況にある

○ そのため、地方団体において、長期的な視点をもって施設の更新・統廃合・長寿命化などに取り組めるよう、「公共施設等
適正管理推進事業債」により取組を推進

公共施設等適正管理推進事業

【対象事業】

① 集約化・複合化事業
・ 延床面積や維持管理経費等の減少を伴う集約化・複合化事業

② 長寿命化事業
・ 公共用の建築物
施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業

・ 社会基盤施設
所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業（一定規模以下等の事業）

③ 転用事業

④ 立地適正化事業

⑤ ユニバーサルデザイン化事業

⑥ 除却事業

【充当率】 ９０％

【元利償還金に対する交付税措置率】
① ：５０％
②～⑤：財政力に応じて３０～５０％
⑥：交付税措置なし

【事業期間】 令和８年度まで

【令和６年度事業費】 ４，８００億円

公共施設等の適正管理

公共施設等適正管理推進事業債

道路、河川管理施設（水門、堤防、ダム（本体、放流設備、観測設備、通報設備
等））、砂防関係施設、海岸保全施設、港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山
施設・林道、漁港施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設

防災・減災対策等に活用可能な地方債の事例について

① 防災減災に関する地方債の活用事例 
「自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き」

https://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html

・防災拠点等となる施設の耐震改修事業への緊急防災・減災事業債の活用例
  ・河川の護岸整備、道路の法面防護対策等への緊急自然災害防止対策事業債の活用例

防災・減災対策、公共施設の脱炭素化に係る具体的な対策を検討するに当たって、事例集を作
成しています。これらも参考に、防災・減災対策や、公共施設等の脱炭素化をより一層推進してい
ただきますよう、お願いします。

② 緊急浚渫推進事業債活用事例
「緊急浚渫推進事業債活用事例」
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/kinkyushunsetsu.html

・全国の河川・ダム・砂防における土砂撤去や樹木伐採に活用した事例

③ 公共施設等の脱炭素化の先行事例 
「公共施設等の脱炭素化の先行事例」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000941409.pdf

・令和5年度に創設した脱炭素化推進事業債の活用の参考として、公共施設等の脱炭素化の先行事例
（地方債を活用していない事例も含みます。）
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地域脱炭素の一層の推進

○ 脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、地域内消費を主たる
目的とする場合を対象に追加

○ 過疎地域における取組を推進するため、過疎対策事業債において「脱炭素化推進特別分」を創設

【拡充内容】「再生可能エネルギー設備」の整備について、
「地域内消費」を主目的とするもの（第三セク
ター等に対する補助金）を対象に追加

※現行は自家消費を主目的とする場合が対象

【地方財政措置】事業費の1/2を上限として、脱炭素化推進
事業債（充当率90％、交付税措置率50％）
を充当

１．脱炭素化推進事業債の拡充

２．過疎対策事業債における「脱炭素化推進特別分」の創設

○ 過疎対策事業債（充当率100％、交付税措置率70％）の対象施設において実施する上記①及び②を  「脱炭素化
推進特別分」と位置付け、他の事業に優先して同意等を行う

  ※ 「地域内消費」を主目的とする再生可能エネルギー設備の整備のうち、国庫補助事業については、国庫補助を受けることにより
独立採算が可能と見込まれることから、原則として過疎対策事業債の対象外

交付税
措置率50％

（電気料金等で回収）

対象事業費（1/2）

脱炭素化推進事業債（充当率90％）

売電

発電事業者（三セク等) 家庭・企業

【地域内消費のメリット】
・地域内経済循環 ・エネルギーの効率的利用
・災害時の停電等のリスクの低減

【現行の脱炭素化推進事業債の対象事業】
地方単独事業として行う以下の事業
①再生可能エネルギー設備
②公共施設等のＺＥＢ化 ③公共施設等の省エネ改修
④ＬＥＤ照明の導入 ⑤公用車における電動車の導入

同一自治体内

脱炭素化推進事業

① 再生可能エネルギー設備等の整備に関する事業（太陽光発電設備、バイオマス発電設備、熱利用設備 など。ただし売電を主たる目的とする場合には、

地域内での消費を主たる目的とするものであること。）

② 公共施設等をＺＥＢ基準に適合させるための改修事業等（空気調和設備、照明設備、太陽光発電設備（売電を主たる目的とするものを除く） など）

③ 公共施設等を省エネ基準に適合させるための改修事業等（空気調和設備、照明設備、給湯設備 など）

④ 公共施設等のＬＥＤ照明導入のための改修事業 

⑤ 電動車の導入（公用車に係る電気自動車、燃料電池自動車及びプラグインハイブリッド自動車に限る）及び充電設備の整備（主として公用車に充電を行うもの）

※ ①及び②は新築・改築も対象

※ ＺＥＢ（Net Zero Energy Building）とは、一定の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物

脱炭素化推進事業債（充当率90％）

【事業イメージ】

※事業費 １,０００億円（令和６年度）

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する地方公共団体実行計画に基づいて行う公共施設等の脱炭素化に係る  
地方単独事業（事業期間は令和７年度まで）

○ ①及び②の事業

○ ③及び④の事業

○ ⑤の事業

一般財源
10％

電気自動車の導入再生可能エネルギー（太陽光）設備
公共施設等のZEB化

（屋根の高断熱化・複層ガラスの導入）

１．対象事業

２．充当率・元利償還金に対する交付税措置

脱炭素化推進事業費

元利償還金の50％を地方交付税措置

元利償還金の30％を地方交付税措置

一般財源
10％

一般財源
10％

元利償還金の30～50％ を地方交付税措置
※ 財政力に応じて措置

（※）
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【対象事業】

【充当率】 １００％

【元利償還金に対する交付税措置率】 ８０％

【令和６年度事業費】 ５７０億円

○ 辺地を有する市町村が総合整備計画に基づいて行う公共的施設の整備の財源として特別に発行が認められた地方債

産
業
振
興
施
設

○産業の振興を図るために必要な市町村道、農道、林道

○地場産業の振興に資する施設

○観光、レクリエーションに関する施設

○農林漁業の経営の近代化のための施設
厚
生
施
設
等

○下水処理のための施設

○消防施設

○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設

○保育所、幼保連携型認定こども園、児童館

○こども家庭センター

○診療施設                              

○簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設（平成  
19年度以降の簡易水道事業統合により、簡易水道施設で
なくなったもの）

交
通
通
信
施
設

○市町村道・橋りょう

○農林道

○電気通信に関する施設

○住民の交通の便に供するための自動車、渡船施設

○除雪機械

教
育
文
化
施
設

○公立の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期
課程のｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ、寄宿舎、教職員住宅、学校給食施
設・設備、へき地集会室

○公民館その他の集会施設

○電灯用電気供給施設

辺地対策事業債

【対象事業】
＜ハード分＞

【充当率】 １００％

【元利償還金に対する交付税措置率】 ７０％

【令和６年度事業費】 ５，７００億円 （うちハード分：４，９７４億円、ソフト分：７２６億円）

○ 過疎市町村が過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債

産
業
振
興
施
設
等

○地場産業、観光、レクリエーションに関する事業を行う法人に対する出資
○産業の振興を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○漁港、港湾施設
○地場産業の振興に資する施設
○中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が
個人又は法人その他の団体に使用させるための工場、事務所

○観光、レクリエーションに関する施設
○産業の振興を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○林業用作業路
○農林漁業の経営の近代化のための施設
○商店街振興のために必要な共同利用施設

厚
生
施
設
等

○下水処理のための施設
○一般廃棄物処理のための施設
○火葬場
○消防施設
○保育所及び児童館
○認定こども園
○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
○障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
○診療施設                              
○簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設（平成19年度以

 降の簡易水道事業統合により、簡易水道施設でなくなったもの）
○市町村保健センター、こども家庭センター

交
通
通
信
施
設

○交通の確保を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○電気通信に関する施設
○住民の交通手段の確保又は地域間交流のための鉄道施設及び鉄道車
両並びに軌道施設及び軌道車両

○交通の確保を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○住民の交通の便に供するための自動車、渡船施設
○除雪機械

教
育
文
化
施
設

○公民館その他の集会施設
○公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

○市町村立の専修学校、各種学校
○図書館
○地域文化の振興等を図るための施設
○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教
育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食施設・設備

○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学
校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教職員住宅

○集落再編整備
○再生可能エネルギーを利用するための施設

＜ソフト分＞ ※出資及び施設整備費を除く

○ 住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業（基金の積立てを含む）

過疎対策事業債
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③ ＺＥＢ基準相当に適合させるための改修等

② 再生可能エネルギーを活用して電気等を製造する「地場産業の振興に資する施設(生産施設)」の整備

① 「再生可能エネルギーを利用するための施設で公用又は公共用に供するもの」の整備

令和６年度における過疎対策事業債・辺地対策事業債の留意事項について
３ 過疎債特別分

（１）「脱炭素化推進特別分」の創設

ア 過疎地域の市町村自らが再エネ施設を整備し、当該市町村の公用施設又は公共施設に供するもの【自家消費型】
イ 過疎地域の市町村から補助を受けて第三セクター等※1が再エネ施設を整備し、当該市町村の公用施設又は公共施設に
供するもの【実質的な自家消費型】

○ 「ＧＸ実現に向けた基本方針（令和５年２月１０日閣議決定）」において、地方公共団体は、再エネ導入や公共施設
等のＺＥＢ化などを率先して実施することが求められている。

○ 過疎地域に豊富に存在する未利用の再エネを有効活用することにより、日本全体の脱炭素化や過疎地域における経済
循環の促進等が期待されることから、こうした取組を推進するため、「脱炭素化推進特別分」を創設。

【対象事業】

※３ 当該過疎地域の市町村内での消費割合が５０％を超えると見込まれる場合に限る。
※４ 過疎債の対象は、料金収入等による独立採算が困難と見込まれる施設に限る。ＦＩＴ／ＦＩＰは対象外。

→ 国庫補助事業については、国庫補助を受けることにより、独立採算が可能と考えられることから原則として対象外。
→ 地方単独事業については、施設整備に要する経費の１／２を上限とし、これを上回る部分は原則として対象外。

※５ 過疎地域の市町村自らが整備する場合に加え、第三セクター等への補助金も過疎債の対象。

○ 過疎地域における「地域内消費」を主目的とするもの※３【地産地消型】

※１ 従来から補助金の財源として過疎債を充当可能としている地方財政法第５条第５号に規定する法人（公共的団体又は第三セクター
（自治体等出資比率５０％以上）)、過疎法第１４条第１項に規定する法人（市町村及び公共的団体の出資比率３／４以上）

※２ 再エネ発電設備に付随する蓄電池、自営線やＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）等の整備についても対象（②も同様）。

○ 公共施設等※６をＺＥＢ基準相当に適合させるための改修又はＺＥＢ基準相当に適合する公共施設等の新築、増築若しくは改築

※６ 過疎法第１４条第１項各号に規定する施設に限る。
※７ 空調設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、太陽光発電設備及びコジェネ設備（売電を主たる目的とする場合を除く。）、

ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）の整備に限る。

（法第１４条第１項第２３号・令第７条第５項 参照）

法第１４条第１項第３号
令第 ７条第３項

参照

（２）辺地対策事業債 ５７０億円（対前年度 ３０億円の増）

資材価格等の高騰による建設事業費の上昇等を踏まえ、辺地に係る公共施設の整備に取り組んでいけるよう、令和６年
度地方債計画額を確保

１ 地方債計画額（過疎債・辺地債）

（１）過疎対策事業債 ５，７００億円（対前年度３００億円の増）

  資材価格等の高騰による建設事業費の上昇等を踏まえ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、      
令和６年度地方債計画額を確保

令和６年度における過疎対策事業債・辺地対策事業債の留意事項について

令和６年度については、ハード事業の年間所要額は地方債計画額を上回る見込みであることから、ソフト分の弾力運用
は原則として実施せず、ハード分への流用を予定

２ 過疎債ソフト分

過疎債ソフト分の発行限度額について、新過疎法の施行に合わせて講じられている激変緩和措置の漸減率は次のとおり

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ ※Ｒ９

１．０ ０．９ ０．７ ０．５ ０．３ ０．１ ０．１

※卒業団体のうち財政力指数が0.40以下の団体

（１）発行限度額

（２）弾力運用分の取扱い

※ 上記のとおり増額を行ってもなお、年間所要額は地方債計画額を上回る見込みであることから、過疎地域等の持続的
発展のために真に必要な事業に対して過疎債等の活用を検討するよう留意されたい。
また、例年同意等後に多額の不用額が生じていることから、過去の不用額の実績を踏まえた上で、過疎債等の所要額

を精査し、過大な見積もりを行うことのないよう留意されたい。
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４ 財政融資資金の償還期間の延長（過疎債）

令和６年度における過疎対策事業債・辺地対策事業債の留意事項について

○ 過疎対策事業債の財政融資資金における償還期間は、原則１２年以内（一部事業を除く）

○ 令和６年度より、過疎対策事業債における一般廃棄物処理施設について、利率見直し方式に限り３０年以内に延長

（２）既存の特別分の重点化

既存の特別分については、以下のとおり対象事業を重点化のうえ継続

３ 過疎債特別分（つづき）

名称 対象事業 重点化の内容

雇用創出特別分 民間雇用の創出や産業振興に資する事業 産業振興による民間雇用の創出に資する事業
に重点化。

光ファイバ等整備特別分 光ファイバ等の整備事業（通信施設・設
備に関するもの）

光ファイバの新設、ケーブルネットワークの
光化に重点化。

公共施設マネジメント特別分 公共施設等総合管理計画に基づいて行わ
れる公共施設の統廃合を伴う集約化・複
合化事業

原則として延床面積が減少する事業に重点化。
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５  地方財政の現状と課題 

 
バブル景気によって地方財政の財源不足額が１兆円を下回る時期が続いていた。し

かしながら、バブル景気の崩壊等によって平成６年度以降急激に拡大しており、平成 
15 年度には 17.4 兆円の財源不足となり、地方財政計画の 20.2％にも達する規模とな

った。 
平成 19 年度に地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向に転じた

ため、財源不足額は 4.7 兆円まで減少したものの、平成 22 年度には個人所得の大幅

な減少や企業収益の急激な悪化等により、地方税や地方交付税の原資となる国税５税

が落ち込む一方で、公債費が高い水準で推移していることや社会保障関係経費の自然

増等により、財源不足額は 18.2 兆円、地方財政計画の 22.2％と過去最大の水準に達

した。（資料：44p「地方財政の財源不足の状況」）地方の財源不足額の動向と同じく、

地方財政の借入金残高についてもバブル景気崩壊時期から急激に増加し、令和６年度

末で 179 兆円と見込まれる。（資料：45p「地方債依存度の推移（H 元～Ｒ６）」、46p
「地方財政の借入金残高の状況」、47p「国及び地方の長期債務残高」） 

このように、巨額の借入金残高を抱えているなど地方財政は極めて厳しい状況に置

かれている一方、住民に身近な社会資本整備、災害に強い安全なまちづくり、総合的

な地域福祉施策の充実、自主的・主体的な活力ある地域づくりなど、地方公共団体は

より一層大きな役割を求められる。このような状況下で、地方財政が収支の均衡を回

復し、また、累積した多額の借入金の償還に対応しうる健全な財政構造を確立し、国

民の要請に応えてその機能を適切に果たしていくためには、国・地方を通じて徹底し

た行財政改革を行うとともに、地方分権改革を推進し、地方公共団体の自主性・自律

性を高め、積極的な施策の展開が可能となるよう地方税財源の充実確保を図っていか

なければならない。 
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６
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（注
１
）Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
令
和
４
年
度
ま
で
は
実
績
値
、
令
和
５
年
度
及
び
令
和
６
年
度
は
政
府
経
済
見
通
し
に
よ
る
。

（
注
２
）債
務
残
高
は
、
令
和
４
年
度
ま
で
は
実
績
値
。
国
は
、
令
和
５
年
度
に
つ
い
て
は
補
正
後
予
算
、
令
和
６
年
度
に
つ
い
て
は
政
府
案
に
基
づ
く
見
込
み
、
地
方
は
、
令
和
５
年
度
及
び
令
和
６
年
度
に
つ
い
て
は
地
方
債
計
画
等
に
基
づ
く
見

込
み
。

（
注
３
）東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
実
施
す
る
施
策
に
必
要
な
財
源
と
し
て
発
行
さ
れ
る
復
興
債
及
び
、
基
礎
年
金
国
庫
負
担
２
分
の
１
を
実
現
す
る
財
源
を
調
達
す
る
た
め
の
年
金
特
例
公
債
、

G
X
経
済
移
行
債
、
及
び
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
特
例
公
債
（仮
称
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普
通
国
債
残
高
に
含
め
て
い
る
。

（注
４
）令
和
４
年
度
末
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で
の
（ 
）内
の
値
は
翌
年
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借
換
の
た
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の
前
倒
債
発
行
額
を
除
い
た
計
数
。
令
和
５
年
度
末
、
令
和
６
年
度
末
の
（ 
）内
の
値
は
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翌
年
度
借
換
の
た
め
の
前
倒
債
限
度
額
を
除
い
た
計
数
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５
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付
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付
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還
の
負
担
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応
じ
て
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国
と
地
方
に
分
割
し
て
計
上
し
て
い
る
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な
お
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平
成

19
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度
初
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も
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国
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入
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一
般
会
計

に
承
継
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た
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め
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降
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同
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入
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方
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分
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和
６
年
度
末
で
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第２章

地 方 債 の し く み



第２章 地方債の仕組み 

 
１．地方債の概要 

 

（１）地方債の定義 

 
地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによっ

て負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいい、その性格と

して次のような側面を有している。 
① 地方公共団体が負担する債務であること 
② 資金調達によって負担する債務であること 
③ 証書借入又は証券発行の形式を有すること 
④ 地方公共団体の課税権を実質的な担保とした債務であること 
⑤ 債務の履行が一会計年度を超えて行われるものであること 

 
 なお、年度をまたがない一時的な借入れ（いわゆる「一時借入金」）は、⑤により、

「地方債」には含まれない。 
 
（２）地方債の対象経費（条文：52p参照） 

 

① 地方債を充当できる経費は、地方財政法第５条に規定されている。同条では、

「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつてその財源としなければなら

ない」ことを原則とした上で、ただし書において、地方債の対象とすることがで

きる経費として、次の経費を列挙している。 
 

【地方債の対象経費（地方財政法第５条ただし書）】 
同条第１号 公営企業に要する経費 

第２号 出資金及び貸付金 
第３号 地方債の借換えに要する経費 
第４号 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費 
第５号 公共施設、公用施設の建設事業費 

 
   なお、充当する事業別に、例えば「公共事業等債」、「災害復旧事業債」等に分

かれており、どのような事業についてどの事業区分の地方債を充当できるかにつ

いては、「地方債同意等基準」や「地方債同意等基準運用要綱」などにおいて規

定されている。 
 
② ①以外にも、他の法律による特例措置として地方債の対象とすることができる
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場合がある。 
（例） 
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

に基づく辺地対策事業債 
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎対策事業債 
・地方財政法第３３条の５の２の規定に基づく臨時財政対策債 
・地方財政法第３３条の５の５の規定に基づく退職手当債 
・地方財政法第３３条の５の８の規定に基づく公共施設等の除却に係る地方債 

 

（３）地方債の機能 

 
地方債が果たしている主な機能は、次のとおりである。 

 
① 財政支出と財政収入の年度間調整 

公共施設の建設事業や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とする事

業について、地方債の発行により所要資金を調達することにより、当該事業の円

滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担を後年度に平準化するとい

う年度間の調整機能を有している。 
 

② 住民負担の世代間の公平のための調整 
将来、便益を受けることとなる後世代の住民と現世代の住民との間で負担を分

かつことを可能としている。なお、こうしたことから、地方債の償還年限は、そ

の地方債を財源として建設した公共・公用施設の耐用年数を超えてはならないこ

ととされている。 
 

③ 一般財源の補完 
地方債は、その発行年度について見れば、地方税、地方交付税等の一般財源の

不足を補完する機能を有しており、一定の機動性と弾力性をもった地方財源の確

保方策として重要な役割を担っている。 
 

④ 国の経済政策との調整 
行政投資の多くが地方公共団体により実施されていることなどから、国が行う

経済政策も地方財政と一体となって行われなければ実効性に乏しいが、地方を通

じて実施される建設事業費の財源となる地方債は、その発行量の増減によって事

業量を調整することが可能であり、景気対策等において重要な機能を果たしてい

る。 
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○ 地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）抄 

 
（地方債の制限） 

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。た

だし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下「公営企業」という。）

に要する経費の財源とする場合 
二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収する

ために要する経費の財源とする場合を含む。） 
三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合 
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木

施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資

している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する

経費を含む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する

土地の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。）の財

源とする場合 

（地方債の償還年限） 

第五条の二 前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地

方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならな

い。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。 

附 則 

（公共施設等の除却に係る地方債の特例） 

第三十三条の五の八 地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有

する建築物その他の工作物（公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。）

の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ

計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定

にかかわらず、地方債を起こすことができる。 
 
 
○ 地方債に関する省令（平成 18年総務省令第 54 号）抄 

 附 則 

（法第三十三条の五の八の計画に定める事項） 

第二条の十四 法第三十三条の五の八に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 地方公共団体における公共施設等（法第三十三条の五の八に規定する公共施設等をいう。次号にお

いて同じ。）の現況及び将来の見通し 
二 地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
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２ 地方債の協議制度について 

 

（１）地方債許可制度から協議制度へ 

地方公共団体が地方債を発行する際には、平成 17 年度までは国の許可が必要であ

った。しかし、平成 12 年４月１日に施行された、いわゆる「地方分権一括法」によ

り、地方公共団体の自主性をより高める観点から、許可制度は平成 17 年度をもって

廃止され、平成 18 年度からは協議制度がとられている。（資料：60p「地方債制度の

変遷」） 
 
（２）地方債協議制度 

 地方公共団体は、地方債を発行しようとするときは、総務大臣又は都道県知事に協

議しなければならないが、発行は原則自由である。したがって、協議が整わない場合

でも、地方公共団体は地方債を発行できる。 
 しかし、総務大臣等の協議は、全国的な観点からの「資金の配分・調整」及び「地

方交付税制度との調整」等を主たる目的の一つとして行うものであるため、同意した

地方債についてのみ、政府資金等の公的資金を充当するとともに、その元利償還金に

ついて地方財政計画や地方交付税制度を通じた財源保障が行われることとなってい

る。 
 また、財政運営の健全性を確保する観点から、同意されない地方債を発行する場合

には、その地方公共団体の議会への報告が義務づけられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前述のとおり、地方債の発行は原則自由であるが、いかなる地方公共団体において

も自由というわけではない。地方債の信用維持等のため、「元利償還費」又は「決算

収支の赤字」が一定水準以上となった地方公共団体や、元利償還金の支払いについて

延滞がある地方公共団体等については、地方債の発行に当たって総務大臣又は都道府

＜関係規定＞ 

○協議 
・地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しよ

うとする場合は、軽微な変更等を除き総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならな

い（地方財政法第５条の３第１項）。 
○同意のある地方債に対する公的資金の充当 

・地方公共団体は、協議において同意を得た地方債についてのみ公的資金を借り入れること

ができる（同条第７項）。 
○同意のある地方債の元利償還金の地方財政計画への算入 

・総務大臣等の同意を得た地方債の元利償還金は地方財政計画に算入される（同条第８項）。 
○同意のない地方債を発行する場合の議会報告 

・総務大臣等の同意を得ないで地方債を発行する場合は、地方公共団体の長は、原則として

あらかじめ議会に報告しなければならない（同条第９項）。 
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県知事の許可を要するとされている。 
これは、「元利償還金の払込について延滞のある地方公共団体、元利償還費又は決

算収支の赤字が一定水準以上となった地方公共団体等については、当該地方公共団体

の住民に対する基礎的行政サービスを確保するためのみでなく、地方債全体の信用を

維持し、民間引受けの地方債のリスク・ウェイトがゼロとされてきた現行の位置づけ

を維持していくためにも、地方債の発行自体を禁止することとし、特定の場合にはそ

れを例外的に解除する手法として許可制度を設ける（地方分権推進計画（平成 10 年

５月 29 日閣議決定）」こととされた考え方に基づくものである。 
具体的には、次の場合には総務大臣又は都道府県知事の許可を受けることを要する

（地方財政法第５条の４）。 
ア 一定額以上の赤字を生じた地方公共団体（※１） 
イ 実質公債費比率が一定水準以上（18％以上）の地方公共団体 
ウ 元利償還金の支払いを遅延している地方公共団体 
エ 過去において元利償還金の支払いを遅延したことのある地方公共団体のう

ち総務大臣が指定したもの 
オ 協議若しくは届出又は許可の手続を経ず地方債を起こした地方公共団体の

うち総務大臣が指定したもの 
カ 協議若しくは届出又は許可に当たって不正の行為をした地方公共団体のう

ち総務大臣が指定したもの 
キ 繰越欠損金を有する地方公営企業等 
ク 普通税の税率が標準税率未満である地方公共団体（地方財政法第５条第５号

に規定する経費の財源とする地方債に限る。） 
 

※１：標準財政規模に対する赤字額が、標準財政規模の額に応じて段階的に設定

された次の額以上の地方公共団体 
・標準財政規模５００億円以上：標準財政規模×１／４０ 
・標準財政規模２００億円以上５００億円未満： 

（標準財政規模＋１，０００億円）／１２０ 
・標準財政規模５０億円以上２００億円未満 ： 

（標準財政規模＋１００億円）／３０ 
・標準財政規模５０億円未満 ：標準財政規模／１０ 

 
 なお、公営企業については、公営企業の経営状況が一定以上悪化すると起債に当た

って許可が必要となる（許可公営企業）（地方財政法第５条の４第３項）。 
 
（３）協議制度の実務の流れ 

前述のとおり、地方公共団体は、地方債を発行しようとする場合は、総務大臣又は

都道府県知事に協議しなければならない（同法第５条の３第１項）。この協議の相手
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先は、都道府県と政令市の場合は総務大臣、一般市町村の場合は都道府県知事である

（同法施行令第２条第１項）。また、一般市町村から協議を受けた都道府県知事は、

同意をしようとする際は、あらかじめ同意に係る地方債の限度額と資金を、総務大臣

に協議し、同意を得なければならないとされている（同条第 3 項）。 
協議された内容について、総務省や都道府県は、「同意等基準」や「同意等基準運

用要綱」等に照らして、同意等の可否を判断する。協議に対して総務大臣又は都道府

県知事が同意したものについては、公的資金を借り入れることができる。ただし、公

的資金の総額は、「地方債計画」において決められており、限りがあるため、総務省

が配分を行う（いわゆる「資金調整」）。 
このため、実務においては、前述の総務大臣又は都道府県知事への協議に先立って、

総務省へ関係書類の提出がなされ、それを元に総務省と都道府県の間で資金調整が行

われ、その後に正式な協議がなされる、という流れになっている。 
 なお、許可手続については、協議の手続きを準用して行われている。 

（資料：60p「地方債協議制度の概要」） 
 
（４）地方債の届出制度 

平成 24 年度からは、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、地方債協

議制度を一部見直し、地方債届出制度が導入された。 

これにより、次の要件を満たす地方公共団体が民間等資金債を発行する場合は、原

則として、協議を不要とし、総務大臣又は都道府県知事への届出で足りるものとされ

た。 

なお、この届出制度については、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点や、

地方債のリスク・ウェイトゼロを引き続き維持する観点から、平成 28 年度に見直し

が行われ、特別転貸債と国の予算等貸付金債について、新たに届出の対象となったほ

か、協議不要となる基準の緩和等が行われている。（資料：61p「地方債制度の見直し

（平成 28 年４月～）」、「地方債制度における協議不要基準の見直し（平成 28 年４月

～）」） 

現在の協議不要基準をまとめると、次のとおりである。 

ア 実質公債費比率が 18％未満であること 
イ 実質赤字額が０であること 
ウ  連結実質赤字比率が０であること 
エ 将来負担比率が都道府県及び政令指定都市にあっては 400％未満、一般市区

町村にあっては 350％未満であること 
※ ただし、協議不要対象団体であっても、資金の不足額がある公営企業に係る

民間等資金債を発行する場合は、協議をしなければならない。 
（資料：62p「各種財政健全化指標」） 

 
届出の相手は、都道府県と政令市は総務大臣、一般市町村は都道府県知事である（地
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財法第５条の３第６項、同法施行令第 17 条第１項）。また、都道府県知事は、この届

出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣に報告しなければならないとさ

れている。 
届出がされた地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められ

るものは、その元利償還金が地方財政計画に算入されるとともに、その予定額が地方

債計画に計上される。 

 

（５）地方債の信用維持の仕組みと取組み 

地方債を発行・管理していくためには、国等との協議等を経た後、市場において資

金調達（借入れ）を行うこととなるが、地方債による資金調達の要点は、地方債の信

用維持（地方債が確実に償還されること）にある。 
このため、国はマクロ分野において、地方債が確実に償還される仕組みを整えてい

る。一方、地方公共団体はミクロ分野において健全な財政運営を行うことが求められ

る（財政の健全性が損なわれた場合のために健全化法が用意されている。）。 
地方債の信用維持のための国の制度的対応として、次のような仕組みがある。 
① 地方税、地方交付税制度に基づくマクロ・ミクロ両面からの財源保障 
② 地方財政法に基づく早期是正措置としての地方債許可制度 
③ 地方公共団体財政健全化法に基づく財政の早期健全化・再生の仕組み 

（資料：62p「地方債のリスク・ウエイト」、63p「地方債の元利償還金の地方財政

計画によるマクロベースでの財源保障」、「地方債の元利償還金の地方交付税措置に

よるミクロベースでの財源保障」、64p「地方公共団体の財政の健全化に関する法律

の概要」） 
 

（６）地方債の発行に対する国の関与の意義 

地方債の発行に対して、前述の協議等、国の関与が行われているのは次の理由によ

る。 
① 地方債償還財源の保障 

個々の地方公共団体が任意に地方債を発行する場合には地方財政計画を通じ

た財源保障を行うことはできなくなるため、地方債の発行に当たって予めその償

還財源を財源保障制度に組み込むことができる仕組みを設けておく必要がある。 
② 財政の健全性の確保 

地方債は将来に負担を残すものであるので、その適正限度を保持しなければな

らないが、国の関与を通じて、個々の地方公共団体の地方債発行の適正限度を確

保するとともに地方財政全体の適正限度との調整を行う必要がある。 
③ 資金需要の調整と資金の適正配分 

地方公共団体全体の資金需要は膨大であるため、国全体の資金計画の中に織り

込むことで、公的資金及び民間等資金の需給調整を図るとともに、地方公共団体

の資金調達力には格差があることから、協議等を通じて公的資金及び民間等資金
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の適正な配分を行うことが必要である。 
④ 一般財源措置との調整 

地方債は、地方税、地方交付税等の一般財源を補完するものであるが、公共事

業の地方負担に対する財源措置をはじめとして、地方財政措置は地方交付税等の

一般財源と地方債を組み合わせて講じられており、財政措置全体の整合性と適正

な財源配分を確保する必要がある。 
⑤ 地方債の信用力の補完 

国の関与を通じた償還財源の保障によって、金融機関は地方公共団体の返済能

力を個別に審査する必要がなくなり、円滑に地方債の発行を行うことが可能とな

る。これにより、地方債の信用力が高められ、地方債の保証に準じた機能を果た

している。  
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【参考】地方債に係る法令や通知等 

地方債を充てることができる経費や手続については、地方財政法や同法の政省令で

定められている。また、総務省において、例年、地方債計画や充当率（※）、地方債同

意等基準を告示しているほか、「地方債同意等基準運用要綱」や「地方債に係る質疑

応答集」等の通知を示しており、ここにおいても、地方債の対象経費や手続について

規定している。 
 地方債に係る実務を行う上では、これらを適宜参照して事務を行う必要がある。地

方債に関係する法令や通知等とそれらの概要を列挙すると、次のとおりである。 
 

① 地方財政法、地方財政法施行令、地方債に関する省令 

  ・地方財政法及びその政省令にて、地方債の対象経費や、起債の手続等が規定さ

れている。 
 ② 地方債計画（総務省告示） 

  ・地方債計画は、地方財政法第５条の３第 10 項の規定に基づき、毎年度、国（総

務省）が策定する、地方公共団体が発行する地方債の総量等に関する年間計画

である（詳細は後述）。計画額は、前述の事業区分別に設定されている。 
③ 地方債同意等基準（総務省告示） 

  ・地方債同意等基準は、総務大臣及び都道府県知事の地方債の同意・許可に当た

っての基本方針を定めるものである。その主な内容は、次のとおりである。 
   ⅰ）地方債同意等基準の策定方針 
   ⅱ）地方債協議等のスケジュール 
   ⅲ）協議団体に係る同意基準（地方債を財源とする事業、償還年限の考え方、

資金等） 
   ⅳ）事業区分ごとの対象事業 
   ⅴ）協議の手続 
   ⅵ）許可団体に係る許可基準 
   ⅶ）財政再生団体に係る許可基準 

④ 地方債同意等基準運用要綱（総務省副大臣通知） 

  ・地方債同意等基準運用要綱は、同意等基準に基づく手続のうち協議等手続の詳

細や、同意等基準に示された事業別の対象経費の詳細のほか、法令及び同意等

基準の解釈等の技術的助言に関する一般的事項を規定しているもの。 
 ⑤ 地方債充当率（総務省告示） 

  ・地方財政法施行令第 20 条第４項において、地方債計画の内容を考慮して事業

区分ごとに「地方債充当率」を定め、同意等基準と併せて公表することが、総

務大臣に義務づけられている。地方債計画等に設定された事業区分別に、充当

率を表形式で示したものである。 
（「地方債充当率」とは、「地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係

る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率」
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である。） 
 ⑥ 「地方債についての質疑応答集」（総務省事務連絡） 

  ・同意等基準や同意等基準運用要綱等の取扱いについて、地方公共団体から照会

が予想される事項について、質疑応答形式で取扱いを解説したもの。末尾には、

国の地方公共団体向け補助金等（投資関係）に対応する地方債の事業区分を整

理した早見表がある。 
⑦ 「地方債届出手続等について」（総務省事務連絡） 

  ・届出により起債する場合の手続について示したもの。 
⑧ 「地方財政法に基づく地方債に関する法定受託事務の処理基準」（総務省事務

連絡） 

 ・協議等の手続や運用について示したもの。 
⑨ 地方債計画資金区分（総務省事務連絡） 

 ・地方債については、後述する公的資金での借入れも可能であるが、地方債計画

に設定された事業区分ごとの額に、どの資金を充てられるかを表形式で示した

もの。 
 ・地方債計画そのものではないが、地方債計画に関連する資料として、例年、総

務省から地方債計画と併せて示されている。 
⑩ 財政融資資金と地方公共団体金融機構資金の償還期限及び据置期間表 

  ・公的資金の事業区分別の貸付け条件について、公的資金の貸し手である財務省

や地方公共団体金融機構が表形式で示した資料。借入れ年限の上限等が示され

ている。例年、②～⑨及び⑪の資料と併せて年度冒頭に総務省からも地方公共

団体に送付している。 
⑪ 起債関係各種様式（総務省事務連絡で送付） 

  ・地方債の起債手続で使用する様式。毎年、制度改正に伴って内容が少しずつ改

変されるため、必ず当年度のものを使用する必要がある。 
 
 ②～⑪については、例年４月冒頭に総務省から地方公共団体宛てに発出される。ま

た、これらのほかに、事業区分によっては、当該事業区分の取扱について、別途事務

連絡等が出されている場合もあるので、それらにも留意する必要がある。 
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○地方債の発行は原則自由とした上で、協議により、
  ・公的資金の配分
  ・交付税措置との調整
等を行う仕組みである。

※協議不要団体が民間等資金債等を発行する場合は、協議をすることを要さず、届出が可能。
協議を受けたならば同意をすることとなると認めるものについては、元利償還金の地方財政計画への算入がなされる。

地方債協議制度の概要

平成18年４月 許可制から協議制に移行

平成10年５月
平成12年４月

「地方分権推進計画」の閣議決定

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律（平成11年法律第87号）の施行

平成21年４月 地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成19年法律第94号）の全面施行

平成24年４月 届出制の導入

平成24年２月

平成28年４月

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
（平成23年法律第105号）の施行により、届出制を
導入

地方交付税法等の一部を改正する法律（平成28年
法律第14号）の施行により、地方債の協議不要基
準を緩和し、従来の協議対象を、原則届出対象化
（例：協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値を、

16%未満から18%未満に緩和）

（実質公債費比率）

※　実質公債費比率…地方公共団体の財政規模に対する元利償還費の割合を示す指標

（実質公債費比率）

　

（実質公債費比率）

※　公的資金のうち特別転貸債及び国の予算等貸付金については、届出対象である（Ｈ28年４月～）

財政再生計画

（財政再生）

18%

協議

協議

18% 25% 35%

早期是正措置としての地財法許可

早期是正措置としての地財法許可 健全化法許可

公債費負担

適正化計画

財政健全化計画

（早期健全化）

公債費負担適正化計画

18% 25% 35%

早期是正措置としての地財法許可 健全化法許可

公債費負担

適正化計画

財政健全化計画

（早期健全化）

財政再生計画

（財政再生）

届出
（公的資金※は協議）

地方債制度の変遷

公債費負担
適正化計画
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各指標 見直し前 見直し後 見直しの考え方

実質公債費比率 １６％未満 １８％未満 現在の協議対象を全て届出対象化。

将来負担比率
３００％以下

（２００％以下）
()内は市町村（指定都市を除く）

４００％未満
（３５０％未満）
()内は市町村（指定都市を除く）

現在の協議対象を届出対象化。た
だし、健全化法の早期健全化団体
まで協議不要の対象とすることは、
問題なしとは言えないため、早期
健全化基準以上は、引き続き協議
の対象。

協議不要基準額
当該年度の地方債発行
予定額が、協議不要基
準額以下

廃止

届出制度導入後、急激な財政悪化
を招くような過度な地方債発行は
なされておらず、地方団体の財政
状況は実質公債費比率等の指標で
十分チェックできること、議会や
住民のチェックにより過度な地方
債発行がなされる心配は低いこと
等により、廃止。

実質赤字額 ０ ０

赤字や資金不足が発生している団
体まで協議不要の対象とすること
は適当でないため、変更せず。

資金不足額 ０ ０

連結実質赤字比率 ０％ ０％

地方債制度における協議不要基準の見直し（平成28年４月～）

○ 地方債の協議不要基準を緩和し、従来の協議対象を、原則届出対象化。

※ 許可基準については、地方債に対する信用を維持するため、変更せず。

○ 特別転貸債及び国の予算等貸付金債については、新たに届出対象化。

  ※ ただし、その他の地方債について公的資金を充当する場合には、地方公共団体の資金調達能力を踏まえた適切な資金確保を行う必要があるため、

引き続き届出の対象外。

許可

16% 18%

届出

16% 18%

届出 協議 許可

〔実質公債費比率〕

【現 状】

【見直し後】

協議不要基準 許可基準

○ 届出制の施行（平成24年４月）後３年を経過した場合において、届出制の施行の状況を勘案し、地方公共団体の

自主性・自律性を高める観点及び地方債のリスク・ウェイトゼロを引き続き維持する観点から、地方財政法を改正

し、地方債制度の見直しを行った。
 ＜第２次分権一括法 附則＞
第123条 （前略）施行後３年を経過した場合において、（中略）施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自律性を高める

観点から、（中略）地方債発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

見直しの内容

※　（）内は市町村（指定都市を除く）

300%
（200%）

400%
（350%）

協議届出

※　（）内は市町村（指定都市を除く）

300%
（200%）

協議届出

【現 状】

【見直し後】

〔将来負担比率〕

早期健全化基準

健全化法適用

見直しの背景

地方債制度の見直し（平成28年４月～）
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１．現行の地方財政制度において、地方債の元利償還に要する財源が地方財政計画の策定
及び地方交付税の算定を通じて確保されること

２．公債費負担等が一定限度を超えた地方公共団体に対する早期是正措置としての起債許
可制度や、財政状況が一定限度を超えて悪化した地方公共団体に対する財政健全化制度
を通じて、地方公共団体の財政運営の健全性が確保されること

地方債のリスク・ウェイト （参考）国債のリスク・ウェイト

０% ０%

◯ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
（平成18年金融庁告示第19号） 抄

（我が国の地方公共団体向けエクスポージャー）

第５８条 我が国の地方公共団体向けの円建てのエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）のうち円建てで
調達されたもののリスク・ウェイトは、零パーセントとする。

２ 略

地方債のリスク・ウエイト

実質公債費比率      =    地方債の元利償還金等 － （特定財源＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）
（３か年平均） 標準財政規模 － （元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）

将来負担比率     =    将来負担額 － （充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）
標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

各指標 考え方 概 要

実質公債費

比率
一般会計の
フロー指標

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率

※ 地方債の返済額（これに準じる負担額を含む）の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標

将来負担

比率
全会計の
ストック指標

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

※ 地方債等の将来支払っていく可能性がある負担の現時点の残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の程度を示す指標

実質赤字

比率
一般会計の
赤字

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

※ 一般会計等の赤字の程度を指標化し、一般会計等の財政運営の悪化の度合いを示す指標

資金不足

比率
公営企業会計の
キャッシュ

公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率

※ 公営企業会計の資金不足の程度を指標化し、公営企業会計の財政運営の悪化の度合いを示す指標

連結実質赤字

比率
全会計の赤字

全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率

※ 全会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪
化の度合いを示す指標

実質赤字比率     = 一般会計等の実質赤字額
標準財政規模

資金不足比率     =     資金の不足額
事業の規模

連結実質赤字比率    =     連結実質赤字額
標準財政規模

各種財政健全化指標

－62－



基準財政需要額

基準財政収入額

警察・消防、教育、社会保障、公共事業、公債費の一定割合 等

地方税収の75 %等普通交付税
〈財源不足額〉

基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額（財源不足額）について普通交付税を交付することによ
り、公債費を含めた財政需要について、ミクロベースでの財源保障（基準財政需要額に算定されない
部分は留保財源により対応）

〈根拠条文例〉

地方交付税法第 10条（普通交付税の額の算定）
普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。

２ 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額とする。（以
下略）

同法別表第一（第 12条第 4項（単位費用）関係）
災害復旧事業債 95 % 算入
減収補てん債 75 % 算入
臨時財政対策債 100 % 算入

同法附則第 5条（特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入）
過疎対策事業債 70 % 算入
公害防止事業債 50 % 算入

留保財源
（地方税収の25%）

…
…

※ 地方債の元利償還金の地方交付税措置によるミクロベースでの財源保障

〔地財計画〕
標準的歳出

標準的歳入

警察・消防、教育、社会保障、公共事業、公債費 等

地方税、地方交付税（法定率分等）、地方債、国庫支出金等
地方財源不足額

（令和６年度 1.8兆円）
地方財源不足額について地方財政対策による補てん措置を講じ、公債費を含めた地方財政計画の歳出
と歳入を均衡させることにより、マクロベースでの財源保障
〈根拠条文〉
地方交付税法第 7条（歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務）
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければ
ならない。
一 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
ロ 使用料及び手数料
ハ 起債額
ニ 国庫支出金
ホ 雑収入

二 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
ロ 国庫支出金に基く経費の総額
ハ 地方債の利子及び元金償還金

地方財政法第 5条の 3（地方債の協議等）
７ 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方債についてのみ、当該各号に定める公的資金（政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。）を借り入れるこ
とができる。
一 第1項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債 当該同意に係る公的資金
二 前項の規定による届出がされた地方債のうち、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められる地方債
当該届出に係る特定公的資金以外の公的資金

８ 前項各号に掲げる地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法第 7条の定めるところにより、同条第 2号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるもの
とする。

※同法第 5条の 4（地方債についての関与の特例）
６ 前条第 1項ただし書の規定は、第 1項及び第 3項から前項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第 7項（第1号に係る部
分に限る。）の規定は、第 1項及び第 3項から前項までに規定する許可を得た地方債について、同条第 8項の規定は、第 1項及び第 3項から前項までに規定する許
可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

※ 地方債の元利償還金の地方財政計画によるマクロベースでの財源保障
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れ
る
と
き
は
、

総
務
大
臣
又
は
知
事
が
必
要
な
勧
告

〇
国
等
の
関
与
に
よ
る
確
実
な
再
生

・
財
政
再
生
計
画
を
策
定
（
議
会
の
議
決
）

（
策
定
に
あ
た
り
外
部
監
査
の
要
求
を
義
務
付
け
）

・
財
政
再
生
計
画
は
、
総
務
大
臣
に
協
議
し
、
同
意

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

【
同
意
無
】
災
害
復
旧
事
業
等
を
除
き
、
地
方
債
の
起

債
を
制
限

【
同
意
有
】
収
支
不
足
額
を
振
り
替
え
る
た
め
、
償
還

年
限
が
計
画
期
間
内
で
あ
る
地
方
債
（
再

生
振
替
特
例
債
）
の
起
債
可

・
財
政
運
営
が
計
画
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
等
に
は
、
予
算
の
変
更
等
を
勧
告

・
フ
ロ
ー
指
標

実
質
赤
字
比
率

一
般
会
計
等
を
対
象
と
し
た
実
質
赤
字
額
の
標
準
財
政
規
模

に
対
す
る
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

公
営
企
業
会
計
を
含
む
全
会
計
を
対
象
と
し
た
実
質
赤
字
額

及
び
資
金
の
不
足
額
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
比
率

実
質
公
債
費
比
率

一
般
会
計
等
が
負
担
す
る
元
利
償
還
金
及
び
準
元
利
償
還

金
の
標
準
財
政
規
模
を
基
本
と
し
た
額
に
対
す
る
比
率

・
ス
ト
ッ
ク
指
標

 将
来
負
担
比
率

地
方
公
社
や
損
失
補
償
を
行
っ
て
い
る
出
資
法
人
等
に
係
る

も
の
も
含
め
、
一
般
会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質
的
な

負
債
の
標
準
財
政
規
模
を
基
本
と
し
た
額
に
対
す
る
比
率

※
実
質
赤
字
比
率
及
び
連
結
実
質

赤
字
比
率
に
つ
い
て
は
、
東
京
都

の
基
準
は
、
別
途
設
定
さ
れ
て
い
る
。

〇
指
標
の
整
備
と
情
報
開
示
の
徹
底

25
%

資
金
不
足
比
率

公
営
企
業
会
計
ご
と
の
資
金
の
不
足
額
の
事
業
の
規
模
に
対

す
る
比
率早
期
健
全
化
基
準
未
満
の

地
方
公
共
団
体

財
政
の
早
期
健
全
化

（
早
期
健
全
化
団
体
）

経
営
健
全
化
基
準

※
  毎
年
度
、
健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
公
表

・
経
営
健
全
化
計
画
を
策
定
（
議
会
の
議
決
）

（
策
定
に
あ
た
り
外
部
監
査
の
要
求
を
義
務
付
け
）

・
実
施
状
況
を
毎
年
度
議
会
に
報
告
し
公
表

・
経
営
健
全
化
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

総
務
大
臣
又
は
知
事
が
必
要
な
勧
告

経
営
健
全
化
基
準
未
満
の

公
営
企
業

財
政
の
再
生

（
財
政
再
生
団
体
）

公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化

（
経
営
健
全
化
団
体
）

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
概
要

－64－



３ 適債性の確認等について 

 

（１）適債性の確認のプロセス 

 前述のとおり、地方債の対象経費は、例外を除き地方財政法第５条各号に規定され

ている。 
そして、どのような事業に充てる地方債であるかによって、「公共事業等債」や「災

害復旧事業債」等の事業区分が分かれている。事業区分は、地方債計画や同意等基準

で示されており、どのような事業にどの事業区分の地方債を充てることができるのか

については、同意等基準や同意等基準運用要綱を参照しつつ、当てはめていくことに

なる。 
一般的に、地方債を充てることができる経費であることを「適債性」と呼称してい

るが、上記のように、「適債性」には、地方財政法上の地方債を充てられる経費であ

るという意味と、ある事業区分の対象経費に該当するという意味の、二つの意味があ

る。 
 実務における適債性の確認のプロセスをまとめると、次のとおりである。 
 
  

 
 
 
 
 
 

（資料：69p「適債性の確認プロセス（イメージ）」） 
 
＜地財法第５条５号（公共・公用施設の建設事業費）の適債性の確認について＞ 

  地方財政法上の適正性を確認する際の留意点として、地方財政法第５条第５号の

場合の留意点をまとめると、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 地方公共団体が自ら公共・公用施設を整備する場合 

①「法律上の適債性」（地方財政法第５条各号や地方債の特例規定に基づく地方債

の発行対象経費に該当するか）を確認【適債性①】 
 

 

② ①を確認した上で、同意等基準や運用要綱に照らし、どの事業区分に該当する

かを確認【適債性②】 

地方財政法第５条 
５ 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他

の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公

共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負

担又は助成に要する経費を含む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地

としてあらかじめ取得する土地の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得す

るために要する経費を含む。）の財源とする場合 
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（資料：70p「ケーススタディ～公共施設の老朽化対策等に関する地方債の取扱い

を中心に～」 
○「公共・公用施設」に該当するか 
・地方自治法上の「行政財産」（普通地方公共団体が所有する財産のうち、公

用又は公共用に供し、又は供することと決定したもの）や「公の施設」（住

民の福祉を推進する目的をもってその利用に供するための施設で、その設

置・管理に関する条例が必要）に該当するかどうかが一つのメルクマール。 
・地方財政法逐条解説における「公共施設」は、「地方公共団体の建設、管理

に係る施設のうち、学校、道路のように住民に直接利便を与えることを目的

とする施設」。 
○「建設事業費」に該当するか 
・公共・公用施設の補修・改修に係る事業であって、施設の延命化や機能強化

に資する事業に要する経費は、「建設事業費」に該当。 
・公共・公用に供するための土地や建物等の取得費も「建設事業費」に含まれ

る。 
・実施設計に要する経費は「建設事業費」に含まれるが、基本設計に要する経

費は含まれない。 
・備品のみの購入費は「建設事業費」に該当しないが、建設事業と一体として

整備される備品で建設される施設等と一体不可分な機能を有するもの（原

則として、１品あたり 20 万円以上、耐用年数５年以上）は該当。 
＜例＞ 
パソコンの購入費のみ：×、 
ＬＡＮ整備と一体として購入されるパソコン：○ 

・防災行政無線や消防緊急指令システムなどのように、全体が一体のシステム

として機能を発揮すると認められる場合、その取得費は「建設事業費」に含

まれる。 
・既存建物を撤去しなければ施設の新増設ができない場合など、新施設の建設

事業を実施するために直接必要と認められる解体撤去費（当該年度に新施

設の建設事業を行うもの又は次年度に新施設の建設事業が確実に行われる

見込みのあるもの）は「建設事業費」に含まれる。 
（資料：70p「公共施設等の除却に係る地方債の取扱い」） 

・既存施設の点検・調査等に要する経費については、建設事業の実施が決まっ

ている場合において、詳細な点検・調査等をしなければ工事方法の決定がで

きないなど、実施設計と同一視できるような点検・調査等は「建設事業費」

に含まれる。（一方、日常的な巡回のようなものや施設の状態を確認するた

めのものなど、経常的な点検・調査等に要する経費は含まれない。） 
 

② 「公共的団体（※１）」や「国又は地方公共団体が一定割合以上出資（※２）
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する法人」が行う公共施設の整備に対して地方公共団体が負担・助成する場合 

 
 
 
 
 
 

＜例＞ 
・整備新幹線の建設負担金（鉄道・運輸機構（＝公共的団体）が実施する整備新

幹線の建設事業に対する沿線自治体の負担金） 
・地域鉄道対策事業（地方公共団体が一定割合以上出資する第三セクターが実施

する鉄道施設の整備・更新事業や車両の購入等に対する沿線自治体の補助金） 
・社会福祉法人（＝公共的団体）が実施する保育所等の整備事業に対する地方公

共団体の補助金） 
・地方独立行政法人（＝公共的団体）が実施する公立大学の整備事業に対する地

方公共団体の補助金 
 

＜ケーススタディ（地域鉄道対策事業）＞ 
・助成先が「地方公共団体が一定割合以上出資する法人」に該当するか 

⇒ 中小民鉄や地方公共団体の出資割合が低い第三セクターに対する助成

は対象外 
・助成の対象となる事業が「建設事業」に該当するか 

⇒ 経常的な点検・調査費や維持補修費は対象外 
 
（２）充当率、資金、交付税措置率の確認 

事業区分によって、充当率や借り入れることが出来る資金、交付税措置率が設定さ

れているため、前述の資料や総務省が示している各種通知で確認することとなる。 
 
【参考】普通交付税と地方債の元利償還金との関係 

現在の地方債の協議制度のもとでは、同意等を得て発行された地方債の元利償還金

は、地方財政計画に計上されることにより財源保障されることとなり、個別の地方公

共団体の元利償還金は、地方交付税制度により財源措置されることとなる。 
具体的には、事業を実施する年度では、地方負担額の多くの部分に地方債が充当さ

れるため、事業実施年度ではなく地方債の元利償還金が発生する後年度に、元利償還

金の額に応じて基準財政需要額に反映させる方式（いわゆる事業費補正）により算定

される。 
一方で、このような算定方式は、地方団体の負担意識を薄めてしまい、自ら効果的

な事業を選択し、効率的に行おうという意欲を失わせているのではないか」などとい

※１：独立行政法人（鉄道・運輸機構、水資源機構など）、土地区画整理組合、土地改良区、

社会福祉法人、学校法人、農業協同組合など 
※２：「国又は地方公共団体が１/2 以上」出資又は「国又は地方公共団体の全額出資法人が

１/2 以上」かつ「国又は地方公共団体が 1/3 以上」出資  
【地方財政法施行令第１条】 

 
【地方財政法施行令第１条】 
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った指摘がなされるようになり、平成 14 年度以降、事業費補正については、順次、

廃止・縮減を行ってきたところである。 
このため、地方債の元利償還金に対する交付税措置は、 
・災害関連や防災・減災対策など国民の生命・安全に係るもの 
・新直轄高速道路や整備新幹線など全国的にみて財政需要が大きく偏在している

もの 
・国と地方を挙げて取り組むべき喫緊の政策課題に対応するもの（年限等を限定し

て措置） 
に限定して行っているところであり、人口減少などの社会経済情勢を踏まえつつ、地

方団体の財政規律にも留意しながら、制度の運用が行われている。 
（資料：71p「地方債充当率について」、「地方債充当率と交付税措置率」、72p「主な

事業債の充当率・交付税措置率一覧」、「地方債の元利償還金に対する交付税措置の考

え方」、73p「事業費補正の見直し」） 
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公共施設等の除却に係る地方債の取扱い

（１） 現地建替え

除却費用も含めて建設費用は、地方債の対象

地方財政法第５条では、地方債の発行は、世代間負担の公平の観点から、後世代にも効用の及ぶ

公共施設の建設事業等に限られ、除却のみの事業は対象となっていない（注１）

撤去

（２） 防災空地等の整備

地域防災力向上のため、公共施設等として防災空地を整備する

場合等には、除却費用も含めて整備費用は、地方債の対象

現地建替え

撤去

【地方財政法の改正】

公共施設等総合管理計画（注２）に基づいて

行われる公共施設等の除却について、地方債

の特例措置を創設

（注１） 地方財政法第５条に基づき、除却に地方債を
用いることができる例

（注２） 公共施設等総合管理計画

過去に建設された大量の公共施設等の更新時期に対応するため、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画

（記載事項）

・公共施設等の現況及び将来の見通し

（例） 公共施設等の状況（数、延べ床面積等）

財政状況、人口動態 など

・公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

（例） 統合・更新・長寿命化等に関する基本的な方針

総量等に関する数値目標 など

※ H26.4.22 全地方公共団体に対し、計画策定を要請するとともに、計画

の策定指針を発出

○特例措置の概要

・特例期間  平成26年度以後の当分の間

・地方債の充当率   75%（資金手当）

・ 地方公共団体が行う公共施設の補修・改修に係る事業であって、施設の長寿命化や機能強化に資する事業に要する経費は、
公共施設の建設事業費として、地方債の対象となる。

・ 一方、破損箇所の修理など、単なる施設の維持管理として行うものは地方債の対象とならない。

公共施設の修繕事業に要する経費

・ 備品のみの購入費は「建設事業費」に該当しないが、建設事業と一体として整備される備品で建設される施設等と一体不可
分な機能を有するもの（原則として、１品あたり２０万円以上、耐用年数５年以上）は該当する。

・ 設備の整備のみを行う場合でも、全体が一体のシステムとして機能を発揮すると認められる場合、その取得費は「建設事業
費」に含まれる。
例） パソコンの購入費のみ：×、ＬＡＮ整備と一体として購入されるパソコン：○、防災行政無線、消防緊急指令システムなど：○

・ 既存施設の点検・調査等に要する経費については、施設の建設事業を実施するために必要と認められる場合には、地方財政
法第５条第５号の経費に該当する。

・ 実施設計に要する経費は「建設事業費」に含まれるが、基本設計に要する経費は含まれない。
・ したがって、一般的調査のほか、日常的な巡回のようなものや施設の状態を確認するためのものその他経常的なものに該当
する点検・調査等に要する経費は、地方債の対象とはならない。

備品・設備の購入に要する経費

既存施設の点検・調査に要する経費

・ 既存施設の解体工事に要する経費については、原則として、既存建物を撤去しなければ施設の新増設ができない場合など、
新施設の建設事業を実施するために直接必要と認められる場合には、地方財政法第５条第５号の経費に該当する。

既存施設の解体工事に要する経費（現地建替えの場合）

・ 公共・公用施設を転用する際、国庫補助金の返還が不要となる場合には、当初の起債の目的に変更はないものとみなし、起
債の変更協議等を不要とする取扱いとなっている。

・ 平成27年度以降は、上記に加え、地方単独事業により整備された場合であっても、転用する施設の経過年数が10年以上であ
る場合等については、国庫補助金を受けて行われた施設整備と同様、起債の目的に変更がないものとみなし、起債の変更協議
等が不要とされた。

・ なお、この場合における転用する施設に係る地方交付税措置については、起債の変更協議等が不要となる場合には、転用後
においても従前の地方交付税措置が継続されることとなる。

公共・公用施設を転用する際の協議等の取扱い

ケーススタディ～公共施設の老朽化対策等に関する地方債の取扱いを中心に～
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元利償還金の２２％交付税措置

地方債の充当率と交付税措置率

一財
１０％

地域活性化事業債

地方負担額

元利償還金の
３０％交付税措置

公共事業等債 一財
１０％

国庫支出金 １／２ 地方負担額

３０%交付税措置

地方財政法施行令第２０条第４項

（地方債計画等）
第二十条 １～３ 略

４ 総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率（地方公共団体が事業を行う
に当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。）を定
め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。

９０%（充当率）

９０%（充当率）

【補助事業の例】 公共事業等債（充当率９０％）の場合、国庫支出金補助率は１／２

【単独事業の例】 地域活性化事業債（充当率９０％）の場合

地方債充当率の一例（一般廃棄物処理施設国庫補助事業を例として）

補足

・上記のパーセンテージは、地方負担部分におけるものである。

・一般廃棄物処理事業債90%のうち、15%は財源対策債が充てられる。

・一般廃棄物処理事業債の元利償還金の50%相当分については、後年度に普通交付税の

　基準財政需要額に算入される。

一般
財源

10%

← 国 費 充 当 部 分 →

循環型社会形成
推進交付金

地 方 負 担 部 分

一般廃棄物処理事業債　90%
財源

対策債
15%

○地方債充当率

地方財政法施行令第20条第４項において、地方債計画の内容を考慮して事

業区分ごとに「地方債充当率」を定め、同意等基準と併せて公表することも総

務大臣に義務づけられている。地方債充当率とは、「地方公共団体が事業を

行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部

分の割合の上限となるべき率のことであり、イメージ図は以下のとおりである。

地方債充当率について
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○ 地方債の元利償還金に対する交付税措置については、平成１３年度の「骨太の方針」において、「地方団体の

負担意識を薄める仕組みを縮小」すべきと指摘されたことなどを踏まえ、これまで順次、廃止・縮減を行ってきた。

○ 地方債の元利償還金に対する交付税措置は、現在、以下に該当するものに限定して行っている。

・ 防災・減災対策など国民の生命、安全にかかわるもの

（事業例） 災害復旧事業（100％ - 95％等）、緊急防災・減災事業（100％ - 70％）、防災対策事業（75％ - 30％等）

・ 全国的に見て財政需要が大きく偏在しているもの

（事業例） 直轄ダム（90％ - 50％） 、新直轄高速自動車国道（90％ - 50％） 、整備新幹線（90％ - 50％等） 、

沖縄振興特別推進交付金事業（100％ - 50％）

・ 国と地方を挙げて取り組むべき喫緊の政策課題に対応するもの（措置年限等を限定した上で措置）

（事業例） 辺地対策事業（100％ - 80％）、過疎対策事業（100％ - 70％）、公共施設等適正管理（90％ - 50％等）

【参考】 平成２７年３月６日 衆議院予算委員会 大臣答弁（抄）

例えば地方債の元利償還金、これに対して交付税措置をする、モラルハザードを起こすんじゃないかと、今の仕組みについ
ていろいろおっしゃっておりましたけれども、これまでもこれは順次廃止、縮減を行ってまいりました。
今、例えば、元利償還金に対して交付税措置をやっている、建設地方債についてそういう扱いをしているのは、防災・減災

対策など国民の生命、安全にかかわるもの、それから全国的に見て財政需要が大きく偏在しているもの、例えば整備新幹線
など、こういったものに絞り込んで、あと、国と地方を挙げて取り組むべき喫緊の政策課題に対応するものにも、年限等を付し
た上で限定して行ってきております。

括弧内の数値
左側：地方債充当率、
右側：元利償還金の交付税算入率

地方債の元利償還金に対する交付税措置の考え方

主な事業債の充当率・交付税措置率一覧

充当率 元利償還金に対する交付税措置率

原則 ９０％ ２２％
直轄ダム ９０％ ５０％

１００％ ５０％

補助・直轄（現年分）
公共土木施設等　１００％
農林漁業施設等　　９０％

９５％

補助・直轄（過年分）
公共土木施設等　　９０％
農林漁業施設等　　８０％

９５％

単独
公共土木施設等　１００％
農林漁業施設　　　 ６５％

４７．５～８５．５％（財政力補正）

補助（新増築） ９０％ ６７％
補助（大規模改造） ７５％ ３０％
単独（大規模改造） ７５％ ５０％
単独（その他） ７５％ －
補助（単独重点化含） ９０％ ５０％
単独（その他） ７５％ ３０％

７５％ －
９０％ ３０％
９５％ ７０％

１００％ ７０％
集約化・複合化 ９０％ ５０％
長寿命化、転用等 ９０％ ３０～５０％（財政力補正）
市町村役場機能緊急保全 ９０％（交付税措置対象分７５％） ３０％
除却 ９０％ －
再生可能エネルギー
公共施設等のZEB化

９０％ ５０％

省エネルギー改修
LED照明導入

９０％ ３０～５０％（財政力補正）

電動車の導入 ９０％ ３０％
新築・増築・改築 ９０％ ３０％
改修 ９０％ ５０％

１００％ ７０％
１００％ ７０％
１００％ ８０％
１００％ ７０％

緊急自然災害防止対策事業債
緊急浚渫推進事業債
辺地対策事業債
過疎対策事業債

こども・子育て支援事業

脱炭素化推進事業債

主な事業債

公共事業等債

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債

災害復旧事業債

学校教育施設等整備事業債

一般廃棄物処理事業債（し尿・ごみ処理施設）

一般補助施設等整備事業債 ・ 一般事業債
地域活性化事業債
合併特例債
緊急防災・減災事業債

公共施設等適正管理推進事業債
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<１> 平成２３年度の事業費補正の廃止等(概要)

・消防広域化事業 告示の期限(H24)後に廃止 

・地下鉄事業(出資金・補助金) 廃止 

・防災対策事業 「特に推進すべき事業」は廃止 

・地域活性化事業 「合併の円滑化」は廃止  

・施設整備事業(一般財源化分)  交付税措置率の段階的な引下げ 

<２> 平成２２年度の事業費補正の見直し(概要)

○ 全国的偏在、先発・後発団体間の不均衡等の問題の生じない以下の事業に

ついて、２２年度からの新規事業に係る事業費補正を行わない。 

(１) 補助事業・国直轄事業

港湾、漁港、まちづくり交付金、地域住宅交付金、給食施設、補助ダム 等 

(２) 地方単独事業

地方道路、ふるさと農道、ふるさと林道、合併推進、都市再生 等 

○ 経過措置(注)終了後における、地方債発行額(臨時財政対策債、減収補てん

債及び退職手当債を除く)に占める事業費補正対象起債額の割合を試算する

と、以下のとおり低下すると見込まれる。 

地方債合計：５割程度 → ３割程度 

 うち一般会計債：５割程度 → ２割程度 

(注)  経過措置 

    継続事業等については、当該事業の終了まで経過措置として事業費補正を行 

うが、事業の終了に伴い、徐々に事業費補正を縮減 

＜３＞ 平成１４年度の事業費補正の見直し（概要） 

○ 公共事業

(1)地方債の充当率を原則 90％(財源対策債を含む)に引き下げ。（従前 95％）

(2)地方債に係る事業費補正等の算定による算入率を引下げ。

※港湾、ダム等については引下げ率緩和

○ 地方単独事業

地域総合整備事業債を廃止

事業費補正の見直し 

いわゆる事業費補正については、地方分権改革推進委員会第４次勧告

において、財政力が弱い地方自治体における事業の執行等にも配慮し、

可能な限り縮減する方向で検討すべきとされたことを踏まえ、以下の

とおり見直しが行われている。 
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４ 地方債の資金 

（１）地方債の資金 

地方債の資金をその引受先の面から大別すると、まず、国内資金と国外資金に分類

される。国内資金は、財政融資資金、地方公共団体金融機構資金、民間等資金などに

分けられる。 
財政融資資金は、国が特定の政策目的の実現を図るために行う投融資活動の計画で

ある財政投融資計画において、「財政融資」欄に「地方公共団体」に対する貸付けと

して計上されている資金である。 
民間等資金は、引受先によって、市場公募資金、銀行等引受資金に分けられる。 

 

 
 
① 財政融資資金 

国が財政投融資特別会計において国債（財投債）を発行し、市場から調達した

資金を原資として地方公共団体に貸付を行うものである。財政融資資金は、財務

大臣が管理及び運用し、財政融資資金の長期運用予定額（５年以上の運用）は、

予算をもって国会の議決を経なければならないこととされている。 
また、財政融資資金の貸付条件は、個別団体との相対交渉ではなく、国会の議

決を受けた貸付枠の中で、市場原理に即して政府が定める統一的な貸付条件によ

るものとされている。 
※ 財政投融資制度改革と郵政民営化に伴う財政融資資金の変遷 
平成 13 年４月以降の財政投融資制度改革が実施され、 
ア 資金運用部の廃止と財政融資資金の設置 
イ 郵便貯金及び年金積立金の預託義務の廃止と金融市場を通じた自主運用
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化 
ウ 簡易生命保険積立金の特殊法人等に対する融資の廃止 

等が図られた。ただし、地方公共団体の資金確保のため、自主運用化後の郵便貯

金資金、簡易生命保険積立金は、地方債計画・財政投融資計画の枠内で、地方公

共団体に対しては例外的に直接融資を行うこととされた。この結果、地方債資金

としては、政府資金として、「財政融資資金」、「郵貯資金」及び「簡保資金」の３

資金から構成されることとなった。その後、郵政民営化を踏まえ、地方債資金と

しての「郵貯資金」及び「簡保資金」は平成 19 年度から廃止された。 
なお、郵貯資金及び簡保資金の既往の貸付に係る債権については、日本郵政公

社資産の承継法人として設立された独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機

構が保有するものである。 
 
② 地方公共団体金融機構資金 

平成 20 年 10 月１日に廃止された公営企業金融公庫は、債券の発行によって起

債市場から調達した資金を原資として、地方公共団体に対して融資を行う機関と

して、昭和 32 年度に公営企業金融公庫法に基づいて設立された金融機関であり、

地方公共団体の「共同発行機関」としての性格を有してきた。 
平成 19 年５月に成立した「地方公営企業等金融機構法」に基づき、平成 20 年

８月１日に地方公営企業等金融機構が創設、同年 10 月１日に公営企業金融公庫

が廃止され、その機能を継承して業務を開始した。これに伴い、公営企業金融公

庫資金は廃止され、地方公営企業等金融機構資金が創設された。 
その後、平成 20 年 10 月 30 日に「新たな経済対策に関する政府・与党会議、

経済対策閣僚会議 合同会議」において決定された「生活対策」に地方公共団体支

援策の一つとして「地方自治体（一般会計）に長期・低利の資金を融通できる、

地方共同の金融機構の創設」が盛り込まれたことについて、地方公営企業等金融

機構を地方公共団体金融機構に改組することによりその実現を図ることとされ

たことに伴い、地方公共団体金融機構資金が創設されることとなった。 
 
③ 特定資金（国の予算等貸付金） 

国の一般会計又は政府関係機関等から貸し付けられる貸付金は、それぞれの根

拠法に基づき、各省庁又は各政府関係機関等の予算によりその所要額が確保され

る仕組みとなっているが、地方公共団体の側からすれば長期の借入金であること

から、地方債資金として分類している。 

 
④ 民間等資金 

（ⅰ）市場公募資金 

市場公募地方債は、市場において公募される地方債である。現在、全国型市

場公募地方債の発行を予定している地方公共団体は 61 団体である。平成 15 年
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度からは、全国型の共同発行市場公募地方債の発行が行われており、令和６年

度においては、37 団体の参加を予定している。 

また、平成 14 年からは、全国型市場公募地方債発行団体以外の団体も含め、

地域住民等を購入対象者とする「住民参加型市場公募地方債」が発行されてい

る。 

 
（ⅱ）銀行等引受資金 

地方公共団体が、金融機関や各種共済組合等から借り入れる資金である。な

お、平成 20 年度から、共済等引受資金の区分は廃止され、銀行等引受資金に

統合されることとなった。 

 
（ⅲ) その他の資金 

ア 交付公債 

交付公債は、例えば土地の売買代金に係る現金の交付に代えて後年度におけ

るその支払を約して交付される証券である。通常の地方債と異なり、支払手段

である資金（現金）を調達するために起こされるものではなく、発行する地方

債自体が支払手段となるものである。 

 
イ 国外資金 

＜外貨建て資金＞ 

外貨で支払われる地方債を外貨地方債という。外貨地方債証券は、「国際復

興開発銀行等からの外資の受け入れに関する特別措置に関する法律」に基づき、

予算の範囲内で政府保証を付することができるものとされ、政令でその対象事

業及び発行団体が定められている。従来、政府保証付外債の発行予定額は、地

方債計画上参考として記載されてきたが、平成 13 年度の財政投融資計画への

計上に合わせて、平成 13 年度地方債計画から枠内計上することとされた。な

お、平成 13 年度以降は政府保証付外債を発行した地方公共団体はないが、平

成 16 年度以降は政府保証がない外債が発行されてきている。 

＜円建て資金＞ 

地方債については、投資家層の多様化を図るため、ＩＲ等の取組を推進して

いるところであるが、平成 20 年１月に海外投資家に対する地方債利子の非課

税制度が導入され、地方債全般に対する海外投資家の関心が拡大してきた。こ

のような中にあって、海外投資家や市場公募団体から、外国を発行地とする円

建て地方債（いわゆるユーロ円債）の発行を可能とするよう強い要望が寄せら

れてきたことから、平成 20 年９月に地方財政法施行令を改正し、発行を可能

とした。 

 
（２）地方債の形態 
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地方債をその発行形態により分類すると、証書借入によるものと証券発行によるも

のとに分けられる。 
証書借入の方法とは、地方公共団体が借入先に借用証書を提出して資金の貸付けを

受ける方法であり、財政融資資金と地方公共団体金融機構資金は全てこの方法によっ

ている。また、銀行等引受資金においても、特に一般市町村においては、この方法の

ものが大半である。 
証券発行の方法とは、地方公共団体が地方債証券を発行し、それを金融機関が引き

受けたり、市場において公募したりすることによって資金を調達する方法であり、

地方債証券は当初に引き受けた金融機関や購入した投資家から他の金融機関や投資

家に売却され、市場で流通することも多い。 
 
（３）地方債の総合的な管理 

 

① 現状 

地方債の資金については、地方分権の推進、財政投融資制度改革等を踏まえ、段階

的に公的資金の縮減・重点化が図られている。これに伴って地方債の市場化の推進や

地方債の管理に関する自主的な取組みを一層充実させていく必要がある。 
 

② 課題 

上記①の現状を踏まえ、各地方公共団体においては民間資金を中心とした調達への

転換を円滑に進めることが求められる。民間資金の調達に当たっては、市場公募化の

一層の推進、証券発行方式の活用、満期一括償還化、発行単位の大型化、発行時期の

平準化、発行年限の多様化を図ることなどが考えられる。 
一方で、市場の信認を得られるよう、地方債の償還が確実に行われる計画、体制を

構築することも必要である。 
具体的には、各団体における地方債現在高の状況及び公債費負担の今後の見通しに

応じて、計画的に減債基金への積立てを行う、施設の耐用年数や償還計画等を踏まえ、

公債費負担の平準化や地方債残高の将来的な推移に留意した上で、適切な償還年限を

設定する、各種財政指標に基づき財政状況を分析し、歳入歳出全般にわたって中長期

的な財政計画を策定する、併せて将来にわたる地方債の発行計画及び償還計画を策定

する、などのことが考えられる。 
また、こうした内部管理だけにとどまらず、自団体の財務状況全般の積極的かつ定

期的な開示を行うとともに、地方債の安全性や金融商品としての有利性について正確

な理解を促すことにより、地方債全体に対する信認の維持と向上に努めることも必要

である。 
（資料：79p「地方債計画額（当初）の推移（資金別）」、「地方債計画額（当初）にお

ける資金別構成比の推移」、80p「都道府県・指定都市・市町村別の地方債発行実績（令

和４年度、資金区分別）」、「地方債資金の償還」、81p「一般的な満期一括償還方式に
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よる償還イメージ」、「財投改革のイメージ」、82p「地方公共団体金融機構の設立」、

「地方公共団体金融機構の基本的な仕組み」、83p「令和６年度市場公募地方債につい

て」、「全国型市場公募地方債発行団体の推移」、84p「共同発行市場公募地方債（共同

発行債）」、「共同発行債の月別発行額」、85p「地方公共団体における多様な資金調達

について（SDGs 債（ESG 債））」、「令和６年度共同発行市場公募地方債（グリーンボ

ンド）について」、86p「地方債の総合的な管理について」） 
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政府資金 公庫資金 機構資金 市場公募資金 その他民間等資金

（年度）

公的資金 民間等資金

地方債計画額（当初）における資金別構成比の推移

共同発行市場公募地方債の発行開始

初めて民間等資金の割合（58.8%）
が公的資金の割合（41.2%）を上回る

初めて市場公募資金が最も高い
割合を占める（30.6%）

※東日本大震災分を含む。
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（兆円）

（年度）

地方債計画額（当初）の推移（資金別）

※東日本大震災分を含む。

地方債依存度のピークは
平成１５年度：１７．５％

公的資金
計画額

民間資金
計画額

比率
（公的：民間）

地方債
依存度

平成５年度
（●）

７．２兆円 ３．１兆円 ７ ： ３ ８．１％

令和６年度
（★）

３．９兆円 ５．３兆円 ４ ： ６ ６．７％
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◆ 半年賦（半年ごとに半年分の利子と元金を償還）と年賦（１年ごとに元利償還金を償還）

一般的には半年賦を採用する事例が多い。

◆ 償還年限
当該地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数の期間内に償還しなければならない（地方財政法第５条の２）

◆ 据置期間
公共施設等の整備に当たっては、一定の据置期間を設けることが一般的。供用開始前に元金償還が始まることを避

けるねらい。

①  元利均等償還・元金均等償還

②  その他の条件

９年目 10年目３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目２年目１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目 １年目

元利均等償還 元金均等償還

元金

利子 利子

元金

元金＋利子が
毎期、同額

元金が毎期、
同額

地方債資金の償還

・都道府県及び指定都市にあっては、市場公募等の民間等資金が占める割合が高くなっている。
・市町村・特別区にあっては、財政融資等の公的資金が占める割合が高くなっている。

都道府県
（5兆16億円）

指定都市
（1兆8,349億円）

市町村・特別区
（4兆1,999億円）

都道府県・指定都市・市町村別の地方債発行実績（令和４年度、通常収支分・資金区分別）

出所：地方債協会
※民間等資金は、借換債を除く。
※端数処理のため、内数の合計と合計額が一致しないことがある。

財政融資

8,808億円
（18%）

機構

2,731億円
（5%）

市場公募

18,003億円
（36%）

銀行等引受

20,474億円
（41%）

財政融資

2,298億円
（13%）

機構

1,112億円
（6%）

市場公募

8,988億円
（49%）

銀行等引受

5,951億円
（32%）

財政融資

18,893億円
（45%）

機構

12,382億円
（30%）

市場公募

48億円
（0%）

銀行等引受

10,677億円
（25%）

合計
うち財政融資

うち地方公共団体
金融機構

うち市場公募 うち銀行等引受

110,363 29,999 16,225 27,038 37,101
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■ ３０億円・３０年の同意債について、１０年満期一括償還方式・２回借換えにより調達する場合
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額
1
0
億
円

減債基金積立て

減債基金積立て

減債基金積立て

一般的な満期一括償還方式による償還イメージ
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地方の資金需要への
積極的な対応
→ 長期・低利資金の

安定的な供給

資本市場における
確固たる信認

→ スケールメリットを活かした
効率的な資金調達
  を安定的に実現

責任あるガバナンスの確保

→ 地方三団体選任委員
による代表者会議

金
融
・資
本
市
場

債券発行等残高

20.5兆円

地方金融機構債

地方公共団体
金融機構

●外部有識者の代表者会議への参画
●外部有識者で構成される経営審議
委員会による審議
●会計監査人による監査
●ALMの実施等

金利変動
準備金等

2.8兆円

貸付残高

23.5兆円

長期・低利
運用益などで利下げ

資金調達

地方公共団体

一般会計

公営企業会計

水道・下水道・交通・
公営住宅・病院等

貸付

出資・経営参画

地方支援業務
令和４年３月末現在

公営競技
納付金

公営競技（競馬、競輪、
オートレース、競艇）
の収益金の一部

地方公共団体
健全化基金

0.9兆円

地方公共団体金融機構の基本的な仕組み

地方公共団体金融機構の設立

○ 平成20年８月、地方公共団体金融機構法（平成19年法律第64号）に基づき、全地方公共団体が出資
する共同資金調達機関として発足した、地方共同法人。

○ 資本市場から資金を調達し、地方公共団体に対し長期・低利の資金を融資するとともに、地方公共
団体の資金調達を支援。

○ 平成21年６月に、原則として公営企業とされていた貸付対象を一般会計に拡大。

地方公営企業等
金融機構

全都道府県・市区町村
の出資により設立

地方公共団体
金融機構

貸付対象を広く
一般会計に拡大

公営企業金融公庫

国の特殊法人
（全額国出資）

政策金融改革
により廃止

（出資金は国に返還）

資産・負債を承継
昭和32年6月1日設立

平成20年8月1日設立 平成21年6月1日改組平成20年10月1日
業務開始
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都道府県 政令指定都市 団体数(累計)

昭和 27 年度 東京都、大阪府、兵庫県 横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市 8

昭和 48 年度 北海道、神奈川県、静岡県、愛知県、広島県、福岡県 札幌市、川崎市、北九州市、福岡市 18

昭和 50 年度 宮城県、埼玉県、千葉県、京都府 22

昭和 57 年度 広島市 23

平成 元 年度 茨城県、新潟県、長野県 仙台市 27

平成  6 年度 千葉市 28

平成 15 年度 さいたま市 29

平成 16 年度 福島県、群馬県、岐阜県、熊本県 33

平成 17 年度 鹿児島県 静岡市 35

平成 18 年度 島根県、大分県 堺市 38

平成 19 年度 山梨県、岡山県 新潟市、浜松市 42

平成 20 年度 栃木県、徳島県 44

平成 21 年度 福井県、奈良県 岡山市 47

平成 22 年度 三重県 相模原市 49

平成 23 年度 滋賀県、長崎県 51

平成 24 年度 熊本市 52

平成 25 年度 高知県、佐賀県 54

平成 27 年度 秋田県 55

令和 元 年度 宮崎県 56

令和 ２ 年度 和歌山県、鳥取県 58

令和 ３ 年度 富山県 59

令和 ４ 年度 岩手県 60

令和 ５ 年度 石川県 61

全国型市場公募地方債発行団体の推移

合計 6.0兆円程度（⑤ 6.3兆円程度）

全国型市場公募地方債  6.0兆円程度（⑤ 6.3兆円程度）

10年債  3.2兆円程度（⑤ 3.2兆円程度）

共同発行分  1.2兆円程度（⑤  1.2兆円程度） 

個別発行分  2.0兆円程度（⑤  2.0兆円程度）

中期債（5年債等）  0.9兆円程度（⑤  1.0兆円程度）

超長期債（20年債、30年債等）  0.4兆円程度（⑤ 0.7兆円程度）

フレックス分  1.5兆円程度（⑤ 1.4兆円程度）

住民参加型市場公募地方債  225億円程度（⑤ 170億円程度）

令和６年度市場公募地方債について

〈参考〉市場公募地方債の地方債計画（当初）計上額推移

【令和６年度市場公募地方債発行予定額（借換分を含む）】

（単位：兆円）

（注1）上記数値は、表示数値未満を四捨五入したものであるので、合計と一致しない場合がある。

（注2）上記の発行予定額は変更される可能性がある。

（注3）共同発行分には、共同発行分（グリーンボンド）での発行を予定している額を含む。

  （注4）フレックス分には、償還年限未定分を計上している。

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

市場公募地方債計画額 4.0 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.5 3.7 3.4 3.3

地方債計画総額に占める割合 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 35.9％ 35.9% 35.9%
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（億円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

H15年度 700 720 710 720 700 700 700 700 710 700 710 700 8,470

H16年度 1,030 1,090 1,030 1,030 1,040 1,060 1,010 1,010 1,030 1,020 1,030 1,050 12,430 

H17年度 1,080 1,080 1,090 1,100 1,100 1,090 1,090 1,100 1,080 1,090 1,090 1,090 13,080 

H18年度 1,110 1,110 1,090 1,110 1,100 1,110 1,110 1,090 1,090 1,100 1,110 1,110 13,240 

H19年度 1,000 1,000 1,000 1,040 1,020 1,000 1,000 1,050 1,000 1,000 1,030 1,000 12,140 

H20年度 1,050 1,000 1,000 1,000 1,050 1,050 1,000 1,050 1,000 1,050 1,050 1,000 12,300 

H21年度 1,150 1,200 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,200 1,150 1,150 1,150 1,150 13,900 

H22年度 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,200 

H23年度 1,360 1,250 1,250 1,250 1,200 1,250 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400 1,400 15,360 

H24年度 1,250 1,250 1,250 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400 1,400 15,150 

H25年度 1,300 1,300 1,250 1,250 1,260 1,250 1,250 1,250 1,250 1,260 1,250 1,300 15,170 

H26年度 1,300 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,170 1,170 1,170 1,240 1,240 1,250 14,740 

H27年度 1,300 1,310 1,170 1,190 1,170 1,180 1,110 1,100 1,110 1,190 1,200 1,180 14,210 

H28年度 1,100 1,090 1,010 1,040 1,000 1,000 900 900 910 1,010 1,040 1,040 12,040 

H29年度 1,090 1,120 1,020 1,020 1,010 1,030 860 870 860 1,020 1,080 1,080 12,060

H30年度 1,130 1,140 1,000 1,000 1,040 1,060 820 800 820 1,100 1,090 1,070 12,070

R元年度 1,150 1,160 1,150 1,050 1,000 1,030 800 810 820 1,130 1,160 1,110 12,370

R２年度 1,230 1,100 1,010 850 890 920 890 880 880 1,150 1,120 1,140 12,060

R３年度 1,290 990 1,250 1,260 1,090 1,110 1,020 1,060 1,010 1,210 1,230 1,230 13,750

R４年度 1,180 1,030 1,140 970 1,000 1,010 890 860 870 1,030 1,000 1,020 12,000

R５年度 1,280 1,120 1,010 780 950 970 770
715

（1,215）
760 810 965

700
（1,264）

10,830
（11,894）

共同発行債（通常債）の月別発行額

※（）内はグリーン共同債の発行額との合計額。

共同発行市場公募地方債（共同発行債）

１．共同発行債の概要

■ 共同発行団体が連帯債務による強固な信用力に基づいて発行する地方債の代表銘柄。

■ 平成15年４月から開始し、令和６年４月現在、37道府県・政令市が参加。

２．ベンチマーク債としての役割

■ 10年債を大きなロット（毎月1,000億円（年間1.2兆円）程度）で発行することにより、地方債の中
で、最大の発行規模（残高約13兆円程度（令和５年３月末時点））を有する。投資家にとって事
務効率が良い点が特徴。

３．投資家

  ■ 起債ロットの大きさを好感し、都銀・地銀等の幅広い投資家が購入

（令和６年３月の利率：0.826％）

■ 国内だけでなく、海外投資家も保有（地方債の海外投資家保有残高は令和５年３月末：1.8%)

（億円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

R５年度 1,280 1,120 1,010 780 950 970 770
715

（1,215）
760 810 965

700
（1,264）

10,830
（11,894）

R６年度
（予定）

1,250 1,160 955 785 940 860 750
725

（1,325）
800 840 985

700
（1,300）

10,750
（11,950）

※（）内はグリーン共同債の発行額との合計額。

＜共同発行債の月別発行額＞
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グリーン共同発行市場公募地方債（グリーン共同債）について

○ 我が国の地方債市場におけるグリーンボンド等のSDGs債（ESG債）への需要の高まりを踏ま
え、地方団体の安定的な資金調達のため、令和５年度から共同発行方式でグリーンボンド（グ
リーン共同債）を発行。

※共同発行方式とは、複数の地方団体が共同して地方債を発行する方式。発行した地方債の元利金償還については、参加団体が連帯して       

債務を負う。

【グリーンボンドの共同発行のメリット】

・ 複数の地方団体が対象事業を持ち寄ることにより、個別にロットを確保できない団体においても
グリーンボンドの発行が可能。

・ フレームワーク作成等に係る事務負担や外部評価取得等に係る費用負担が軽減できる。

【発行概要】（令和５年度）

○ 参加団体数 ４２団体

○ 発行額 １，０６４億円

○ 発行年限・時期 １０年債を令和５年１１月、令和６年３月に発行

【発行概要】（令和６年度）

○ 参加団体数 ４４団体 ※山梨県・宮崎県が新たに参加予定

○ 発行予定額 １，２００億円程度

○ 発行年限・時期 １０年債を令和６年１１月、令和７年３月に発行予定

地方公共団体における多様な資金調達について（SDGs債（ESG債））
○ 近年発行されているSDGs債（ESG債）とは、一般に、①環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとし
て認められている原則（ICMA原則等）に沿った認証を取得した債券であり、②対象事業全体がSDGsに資すると考えられ、改善
効果に関する情報開示が適切になされている債券のこと。

グリーンボンド ソーシャル
ボンド

サステナビリティ
ボンド

トランジション
ボンド

サステナビリティ
リンクボンド

概
要

環境問題の解決に資するグ
リーンプロジェクトに要す
る資金の調達を目的とする
債券

社会課題の解決に資する
ソーシャルプロジェクトに
要する資金の調達を目的と
する債券

グリーン及びソーシャル
双方のプロジェクトに要
する資金の調達を目的と
する債券

脱炭素社会への「移行」
に関連する事業に要する
資金の調達を目的とする
債券

発行体の定めるサステナビ
リティ目標の達成度合いに
応じて条件が変動する債券

資
金
使
途
の
例

個別事業に紐付ける形で資金使途を特定
サステナビリティ目標の
達成に資する事業の実施

（個別事業への紐付けは
発行時点では不要）

再生可能エネルギー、エネ
ルギー効率改善、汚染防止
及び抑制

手頃な価格のインフラ、必
要不可欠なサービス等を対
象者層に提供する事業
（コロナ対策事業も該当）

グリーン又はソーシャル
の性格を持つ事業 エネルギー、輸送、製造

自
治
体
の
充
当
事
業
例

・下水道管渠、ポンプ場、
処理センターの改築更新
・ごみ処理施設の整備
・自治体保有施設・設備
（庁舎、信号機等）の照明
のLED化
・環境認証を取得した庁舎
新築・改修
・河川護岸整備、浚せつ、
砂防堰堤等の整備

・特別支援学校等、公立学
校の整備
・雇用・就業促進施設等の
整備
・介護老人保健施設等の整
備費補助
・道路のバリアフリー化

左記グリーンボンド関係
事業又はソーシャルボン
ド関係事業

発行例なし 個別事業の紐付けなし

国
の
支
援

・環境省「グリーンボンド
ガイドライン2022年版」
・環境省による発行支援補
助金

・金融庁「ソーシャルボン
ドガイドライン」を策定
（R3.10）

―

・金融庁、経産省、環境
省「クライメート・トラ
ンジション・ファイナン
スに関する基本指針」
（R3.5）

・環境省「サステナビリ
ティ・リンク・ボンドガイ
ドライン2022年版」
・環境省による発行支援補
助金

○ 主なSDGs債（ESG債）※SDGｓ（Sustainable Development Goals）
ESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance））
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総財地第１１５号  

平成２１年４月１４日 

改正平成２６年４月 １日 

改正令和３年３月２６日 

 

 各都道府県総務部長 

（財政担当課・市区町村担当課扱い） 

                  殿 

 各指定都市財政局長 

（公債担当課扱い） 

 

 

 

 

総務省自治財政局地方債課長        

 

 

地方債の総合的な管理について（通知） 

  

 

 地方債の資金については、地方分権の推進、財政投融資制度改革等を踏まえ、段階

的に公的資金の縮減・重点化が図られており、これに伴って地方債の市場化の推進

及び地方債の管理に関する自主的な取り組みを一層充実させていく必要があると考

えられます。 

 特に、今後も進展することが見込まれる地方債資金の市場化に的確に対応するこ

とが極めて重要と考えられることから、各地方公共団体においては、自団体におけ

る地方債現在高の状況、公債費負担の今後の見通し等を踏まえ、別記の事項に十分

配慮して地方債の総合的な管理を計画的に推進することにより、将来にわたる適切

な財政運営を確保されるようお願いします。 

 なお、「地方債の総合的な管理について」（平成１８年３月３１日付け総務省自治

財政局地方債課長通知）に基づく取扱いは、今後、本通知によるものとします。 

 おって、貴都道府県内の市町村に対しても周知願います。 
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（別記） 

 

１．地方債の発行について 

（１）市場公募化等の推進 

地方分権の推進、財政投融資制度改革等の趣旨を踏まえた公的資金の段階的

な縮減・重点化が進展していることを踏まえ、民間資金を中心とした調達への

転換を円滑に進められたいこと。 

民間資金の調達に当たっては、市場公募化の一層の推進、証券発行方式の活

用、満期一括償還化、発行単位の大型化、発行時期の平準化、発行年限の多様

化を図ること等により流通性の一層の向上や調達手段の多様化に努められたい

こと。 

なお、都道府県及び政令指定都市を中心に、安定的な資金調達を図るために

市場公募地方債の発行を推進する必要があるが、市場公募地方債の発行は資金

調達の透明性の確保等にも資するものであること。 

 

（２）発行単位の大型化 

地方債証券の市場における流動性の向上を図る観点から、同一日に同一条件

で発行するものについては、会計別、事業債別、借換債、過年度債等により区分

することなく、１銘柄に統合して発行されたいこと。 

 

（３）流動性の向上 

   日本銀行の適格担保の対象は、市場公募地方債に加え、信用度や市場性等の

観点から日本銀行が定める適格基準を満たす銀行等引受地方債であること（※

１）。 

   地方債の日本銀行適格担保としての活用は、地方公共団体の資金調達の円滑

化や、地域金融機関を通して地域経済の活性化に資することから、証書借入方

式の地方債について、以下の事項を積極的に検討されたいこと。 

① 事前の承諾を債権譲渡の要件としない契約形態の導入を行うこと 

② 適格基準を満たす観点から発行単位の大型化を行うこと 

③ 公金預金の保全方策（ペイオフ対策）にも留意しつつ、日本銀行適格担保と 

して活用可能な証書借入方式の地方債残高が過少となっていないか精査を行 

うこと 

④ 金融機関から求められる担保差入に係る承諾（抗弁放棄）のための事務手 

続の迅速化を図ること 

⑤ 金融機関との連絡調整の強化を行うこと 

この措置も踏まえ、今後とも地方債全般の流動性の向上のための取り組みを 

積極的に行われたいこと。 

 

（４）発行年限の設定 

債券の需給動向、投資家のニーズ等を踏まえつつ、コスト、借換え時の金利上
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昇リスク、将来の償還額、借換額等も総合的に勘案の上、適切な発行年限及び発

行額の設定に努められたいこと。また、年限構成についても適切な組み合わせと

なるよう留意されたいこと。 

 

（５）発行条件の設定及び決定方式 

発行条件の設定に当たっては、国債、政府保証債等の発行条件や流通状況、長

期金利の動向、投資家需要の動向等を継続的に把握し、適切な発行・借入条件の

設定に努められたいこと。また、償還方式にかかわらず、実質的に同一の償還期

間である国債等の利回りを踏まえた発行・借入条件の設定にも十分留意し、条件

設定を図られたいこと。なお、公的資金である財政融資資金及び地方公共団体金

融機構資金についても、同様に、「実質的に同一の償還期間である国債等の利回

りを踏まえた発行・借入条件の設定」がされていること。 

また、発行条件の決定方式については、可能な限り安定性、有利性、効率性及

び透明性の確保が図られる条件決定方法の選択に努められたいこと。 

なお、デリバティブを組み込んだ仕組債の導入に当たっては、説明責任を果た

す観点から、議会や住民への十分な説明を行うとともに、判定指標の推移を把握

する等の情報収集・管理体制の強化を図られたいこと。 

 

（６）発行銘柄名 

流通性の向上の観点から、特に支障がない限り、市場公募地方債にあっては

「○○県令和○○年度第○回公募公債」、銀行等引受地方債にあっては「○○

県令和○○年度第○回公債」と名称を定めるよう取り扱われたいこと。なお、

住民参加型市場公募地方債に係る発行銘柄については愛称の活用も差し支えな

いこと。 

 

（７）発行時期の平準化 

流動性の向上、投資家ニーズへの対応、一時的な需給の歪みの回避等の観点

から、各団体における年間を通じた資金需要の動向を勘案しつつ、可能な限り、

年間を通じた市場公募地方債等の平準発行に努められたいこと。 

 

（８）同意を得ないで発行する地方債証券等の取扱い 

同意を得ないで発行する地方債証券（又は届出をして発行するもののうち協

議を受けたならば同意をすることとなると認められていない地方債証券）につ

いては、投資家等に対し総務大臣等との協議において同意を得ていないもので

あること（又は協議を受けたならば同意をすることとなると認められていない

ものであること）を、明確化する観点から、銘柄名においてその旨を明示され

たいこと。 

また、同一銘柄において、同意若しくは許可を得て発行する地方債又は届出

をして発行する地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認め

られるものと混在することのないよう取り扱われたいこと。 
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２．地方債の償還について 

（１）減債基金の積立て及び活用 
① 減債基金への計画的な積立て 

将来の償還財源の計画的な確保、資金の流動性の向上、償還確実性に対する

市場の信認の一層の向上等を図る観点から、各団体における地方債現在高の状

況及び公債費負担の今後の見通しに応じて、計画的な積立てを行われたいこと。 

 
② 満期一括償還地方債に係る積立ルールの標準化 

満期一括償還地方債の元金償還に充てるための減債基金への積立てについて

は、実質公債費比率の算定上、毎年度の積立額を発行額の３０分の１（３．３

％）として設定しており、これを下回る分は減債基金の積立不足として取り扱

われていることを踏まえ、計画的な積立てを行われたいこと。 

 
 ③ 満期一括償還地方債の借換えに係る公表 
   満期一括償還地方債の借換えについては、減債基金を活用した計画的な償還

を行うこと等により、計画的な財政運営や地方債の償還に係る世代間の公平が

図られるよう留意するとともに、その内容が対外的に明らかとなるよう、少な

くとも以下の項目を公表されたいこと。（別紙例を参考） 
  ア 借換前の地方債の発行額(a)及び償還年限 
  イ 借換後の地方債の発行額(b)  
  ウ (b)/(a) 
  エ これらの地方債に係る償還ペースの考え方 
 
④ 減債基金の運用 

基金については、確実かつ効率的で有利な運用に努められたいこと。 
その際、各団体の地方債管理の適正化、中長期的な公債費負担の平準化、利払

い負担の抑制を図る観点のほか、市場公募地方債等の流通市場の育成や安定を

図る観点からも、減債基金の運用として地方債証券等の保有や買入消却の活用

を積極的に検討されたいこと。 
 

（２）償還年限の設定 
施設の耐用年数や償還計画等を踏まえ、公債費負担の平準化や地方債残高の

将来的な推移に留意した上で、適切な償還年限を設定されたいこと。 
特に、施設の耐用年数に比して著しく地方債の償還年限が短いこと等により

公債費が急増している団体にあっては、公債費負担の中長期的な平準化に十分

留意した上で、適切な償還年限を設定されたいこと。 
なお、償還途中において平準化を図る必要が生じた場合は、地方債全体の信

用にも配慮し、借換えにより対処することとし、償還年限を延長する等借入条

件を変更することは、市場関係者に対して債務の繰延べとの印象を与えかねな

－89－



 

いため、慎重に対処すること。 
 
（３）繰上償還 

地方債の金融商品としての安定性を確保し、円滑な発行及び消化を図る観点

から、市場公募地方債をはじめ、流通を前提とした地方債証券については繰上

償還を行わないこととして発行されたいこと。 

なお、事業の中止等償還を行うべき事由が発生した場合にあっては、当該事

由に相当する部分について買入消却又は減債基金に積み立てること等により対

応されたいこと。 

 

３．総合的な地方債管理について 

（１）計画的な地方債管理 

各種財政指標に基づき財政状況を分析し、歳入及び歳出全般にわたって中長

期的な財政計画を策定するとともに、併せて将来にわたる地方債の発行計画及

び償還計画を策定する等総合的な地方債管理を計画的に実施されたいこと。 

   また、地方債の安定発行の観点から、発行形式、発行年限、資金調達先、資金

調達手法等の多様化にも積極的に取り組まれたいこと。 

 

（２）事務処理体制の強化・充実 

① 組織・人員配置の充実 

金融市場の動向の把握・分析、資金調達手法の多様化、情報提供等に適切に対

応するため、各団体の実情に応じ、専門性の確保・発揮に留意した適切な組織・

人員配置に努められたいこと。 

特に、最近の金融市場の動きに対応し、発行条件の決定や債務管理等地方債の

適切な事務執行を確保するため、研修等による職員の育成、人材の登用に積極的

に取り組まれたいこと。 

 

② 公債管理特別会計の設置 

発行単位の大型化、発行方式の標準化、借換債の発行等に伴い、公債管理の総

合的な処理の必要性が高まっている団体にあっては、公債管理特別会計を設置

することにより、適切に対応されたいこと。 

 

（３）情報提供・ＩＲ活動の推進 

財政情報等についての公表に当たっては、「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」（平成１９年法律第９４号）に基づく健全化指標も含め、自団体の

財務状況全般の積極的かつ定期的な開示を行うとともに、地方債の安全性や金

融商品としての有利性について正確な理解を促すことにより、地方債全体に対

する信認の維持と向上に努められたいこと。 

特に、市場公募地方債を発行する団体にあっては、定期的に投資家に対する
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説明会を開催する等ＩＲ活動を積極的に展開することにより、地方債市場全体

の安定化にも協力されたいこと。 

 

（参考） 

※１ 詳細については、「地方債の日本銀行適格担保としての活用の更なる推進に

ついて」（令和２年７月１４日付け総務省自治財政局地方債課事務連絡）を参照

すること。 
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 （公表例）　　

（単位：百万円、％）

発行額(a) 償還年限 発行額(b) 償還年限

○○県令和○○年度

第○回公募公債
1,000.0 10(3) 741.0 10(0) 74.1%

○○県令和○○年度

第○回公債
741.0 10(0) 370.0 10(0) 49.9%

合　　計 1,741.0 1,111.0 63.8%

※ 具体の様式や公表時期・手法については、借入実態等も踏まえ、各地方公共団体において判断するものとする。

　　

　通算30年償還(3年据置)の

元金均等と実質的に同様の
償還ペースとなるよう減債基
金の積立及び借換債の発行
を実施

　償還時に減債基金積立額
は全額償還財源にあてる

満期一括償還地方債の借換えについて

銘　柄　名

借　換　前 借　換　後
借換割合

(b/a)

償還ペースの

考え方
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第３章 

 

 

金融経済の最近の動向 

（別冊） 

  






